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   午前１０時００分開議 

○議長（秋山哲朗君）  おはようございます。これより本日の会議を開きます。 

 事務局より諸般の報告をいたさせます。事務局長。 

○議会事務局長（石田淳司君）  御報告いたします。本日、机上に配付してございま

すものは、議事日程表（第２号）、以上１件でございます。 

 御報告を終わります。 

○議長（秋山哲朗君）  本日の議事日程は、お手元に配付いたしております日程表の

とおりでありますので、御協力をお願いいたします。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第

８０条の規定により、議長において、岩本明央議員、下井克己議員を指名いたしま

す。 

 日程第２、一般質問を行います。既に送付いたしております一般質問順序表に従

いまして順次質問を許可いたします。竹岡昌治議員。 

   〔竹岡昌治君 発言席に着く〕 

○１７番（竹岡昌治君）  それでは、一般質問順序表に基づきまして一般質問させて

いただきたいと思います。政和会の竹岡昌治でございます。 

 質問に入る前に、ちょっと議長にお願いでございますが、実は、先週末までちょ

っと膝の手術をしまして入院していまして、立ったり座ったりが困難でございます

ので、一般質問は立ったまんまで、終始やらせていただきたいと思うんですが、い

かがでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  結構でございます。どうぞ。 

○１７番（竹岡昌治君）  それでは、座らずにやらせていただきます。後ろの方、ち

ょっと目ざわりかとは思いますが、御容赦お願いしたいと思います。 

 まず、お示しをしましたように、美祢市の観光行政についてと。特に観光立市し

としての取り組みと成果についてということで通告をさせていただきました。 

 去る６月の１２日、山口新聞でございますが、観光客の昨年度の県内各市町村の

前年対比がどうなったかということの新聞記事が出ておりました。その中を見させ

ていただきますと、山口県は２０１２年、いわゆる２３年度、２４年度目標が３，

０００万人の目標に対しまして２，８２０万７，０００人ということですから、残

念ながら目標達成にはならなかったわけでありますが、しかしながら、過去最高の
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観光客を招くことができたという新聞記事でございます。 

 市町村別に見ていきますと、１０％以上伸びた市町が四市三町、それから減った

市町が二市一町ということで、残念ながら美祢市が減ったほうに入っているわけで

す。全体的には１３９万６，０００の観光客が誘致できたということなんですが、

前年対比０．６％、残念ながら落ち込んだ。中でも目立つのは、萩のしーまーと、

１３７万人の客を迎えることができたということになりますと、大体客単価が１，

５００円、恐らく１３７万はレジのカウンターだと思うんですが、１，５００円に

しても２０億円の売り上げになるわけです。まあ、最近コンビニでも１，０００円

ぐらいの単価ということですけれども、１，５００円ぐらいということになれば

２０億近い経済効果を上げているわけです。 

 それに引きかえといったら大変申しわけないんですが、美祢市は観光立市交流拠

点都市ということで掲げながら、市長が取り組んでまいられました。結果として、

昨年は伸びなかったということなんです。後ほど２５年度の計画についてお聞きす

るわけでありますが、昨年の６月議会も私、最後の段階で道の駅のおふく経営の美

祢観光開発株式会社の健全化についてという質問もしております。そこで、もう少

し議論しようとしたんですが、残念ながら時間が足らなかって議論が不足したまま

でまいっております。 

 そこで、ことしの２５年、とりあえずゴールデンウイーク、道の駅おふくの来店

状況、それから売り上げ、先日の本会議場では、若干ふえたという報告を聞いてお

ります。しかしながら、分母がわかっておりませんので、どの程度伸びたのかとい

うのはちょっとわかりませんでした。その辺のことと、それから秋芳洞の入洞状況、

それから家族旅行村の利用状況、この辺について、まず最初にお伺いをしたいと、

このように思います。 

 以上です。済みません。立ったまんまでお聞きしたいと思います。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  竹岡議員の御質問にお答えをいたしたいと思います。どうも

立ったまんまでおられるんで奇妙な感じがしますけれども、何なら私も立ったまま

おりましょうか。いいですか。 

 まず、ここでいう期間というのは４月２７日から５月の６日まで、このゴールデ

ンウイーク１０日間です。これを基準にしての説明とさせていただきたいというふ
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うに思います。 

 最初に、道の駅おふくの来店状況と売り上げについてでありますけれども、今年

度の売り上げベースでの利用者数は各部署の合計で１万７，３２４人、対前年度比

でいいますと、増加した数だけ申し上げますと、１，１４５人ふえております。こ

れを率に直しますと約７％の増ということであります。同様に、売上額も１，

１１７万６，１０２円ふえておりまして、これを率に直しますと、対前年度比で

５９万５，８０９円の増ということです。６％の増ということです。これらの部門

別で申し上げますと、レストラン部門で２２万円、率に直しますと１３％の増、そ

れからシャーベット部門で約１６万円、これは１６％の増、それから温泉部門で

１３万円、８％の増ということが目立った特徴というふうになっております。 

 次にお伺いになりました秋芳洞の状況ですが、入洞者数はこの１０日間で３万８，

２８３人ということでございます。これが昨年は４万２，３２９人ということでご

ざいましたので、人数にすると約４，０００人下回っておるということでして、率

に直すと９．６％のマイナスということになります。 

 ことしのゴールデンウイーク１０日間のうち、前半は平日を３日挟んでおったと

いうことで、連休気分を押し下げておったということがあります。実質のゴールデ

ンウイークが後半４日間となったということが入洞者数減少の一つの要因であろう

かというふうに分析をしているところであります。 

 また、秋吉台家族旅行村につきましても、施設利用者数は２，６３５人というこ

とで、昨年の３，１８０人に比べて、人数で５４５人下回っております。これを率

に直しますとマイナス１７％ということです。これは新たなホームページを立ち上

げることに時間を要しまして、指定管理者がおかわりになったということで、ホー

ムページを新たに立ち上げられたわけですが、これに時間がかかったということで、

魅力のもととなります施設情報が全国に発信できていなかったということから、特

にオートキャンプ及びそれからバーベキュー等の施設利用が落ち込んでおります。 

 今年度のゴールデンウイークは晴天が続いたということで、私も実は大変期待を

しておった、来られた方がふえているんじゃないかということで。サファリランド

は１．５％伸びておりました。それから別府弁天池周辺は１２．９％伸びておると

いうことで、この晴天が露天型の施設については伸びておる。先ほどの家族旅行村

はちょっとホームページが立ち上がってなかったということの特殊要因がありまし
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たので減っておりますけれども、屋外型の施設については伸びていることが言える

と思います。 

 ですから、郊外型の観光を中心に、美祢市を訪れられた、秋吉台を訪れられた方

は恐らく例年よりふえているんじゃないかというふうに考えておりますけれども、

いかんせん、秋吉台に来られた方の数を正確に把握するということは難しいですか

ら、その辺はちょっと厳しいなと思っています。 

 洞内は、屋内ではないですけれども、地中にありますもんですから、外の天気と

ちょっとあんまりリンクしてないことがございまして、その辺の影響もあろうかと

いうふうに思っています。外におられた方、多かったようです。 

 それから、ことし４月に発足をいたしました一般社団法人美祢市観光協会が長者

ケ森駐車場において臨時観光案内業務を行いましたけれども、秋吉台の散策をされ

る方、それからウォーキングをされる方が非常に目立って多かったということの報

告も受けておるところであります。 

 結果的に、秋吉台を訪れられる観光客は多くても、道の駅みとうの駐車場が夜間

満杯だったということです。これは象徴的なことだろうと思うんですが、最近、車

中泊、ですから、かなり長距離を移動されるんですけれども、泊まるところにお金

をかけずに、道の駅がトイレがあるとか、いろんな安全的なことについても配慮が

されているということで、車の中で寝泊まりをされる車中泊がブームになっている

ということがあります。この影響等で、観光施設の利用者及び宿泊者数が減少をし

ているということは否めないことだろうというふうに思っております。 

 今後につきましては、今回の分析等を踏まえまして、山口県西部の中心です、こ

の美祢市は。この地の利を生かして、山口市は先日、当市の観光パートナーシップ

協定を組んでおりますから、山口市はもとより、今後下関、長門市、これは下関の

中尾市長、それから長門市の大西市長とも直接こないだお話をさせていただきまし

た。さらに、美祢線が長門市は特に関係がありますし、下関市は山口県で唯一の中

核市ということもありますから、どちらも美祢市に隣接しているということがあり

ます。 

 今後、長門市、下関市とも強力なパートナーシップ環境をつくっていこうという

ことで、私のほうからお話申し上げましたら、関係強化をしようと。その音頭は村

田市長お願いしますというふうに頼まれましたんで、今後、具体的に形を出してい
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きたいというふうに思っております。関係を強化するということです。ジオパーク

認定に向けた産業、歴史、観光等を通じまして、民間、それから住民団体と連携を

して、着地型のツアーを企画する等の観光客の集客増を今後も協力に目指してまい

りたいというふうに思っております。 

 まず、１点目の御質問に対しては以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  竹岡議員。 

○１７番（竹岡昌治君）  市長、ついでに今後の取り組みも皆言われたんで、現状を

お聞きしてその次にと思いましたが、下関市との連携その他、るる考え方をお示し

いただきましたんでいいんですが、例えば先ほどもちょっと萩のしーまーとのこと

を申し上げたんですが、玄海町の道の駅も行かれたと思うんですが、副市長が行か

れたと思います。あそこも相当な数、私が行ったときに７００万人達成って書いて

あって、うわ、すごいなと思ったんですが、要するに、萩のしーまーとを例にとり

ましても、２０億ということになりますと、大体一般のスーパーでも一人当たりの

従業員が売り上げが２，０００万ありゃいいわけですから、年間。そうしますと、

１００人の人が働ける場になるわけです。秋吉台に８０万来たからと言われても、

なかなか他の観光施設でお金を使ってくれてない。この辺を今後、やはり外貨を稼

ぐようなことを考えてやってきていただきたいというのが私の考え方でございます。 

 今後の取り組みについては、市長が先ほど御答弁いただきましたので、次に入ら

せていただきます。 

 今度は、平成２５年度の計画についてということで、先ほど申し上げましたよう

に、残念ながら２４年度はふえなかったということで、私は、市長が観光立市、い

わゆる交流拠点都市ということでステップ期間であったというふうに思っているわ

けです。しかしながら、いよいよ今年度から、前の知事じゃないけど、ステップ・

ジャンプということでジャンプをしなくちゃならない期間に入っているわけです。

そこで、観光立市としての戦略、これをどのようにお考えになっているのか、その

辺をお伺いしながら、次の観光資源の開発についてということのお尋ねをしていき

たいと思います。 

 まず、今年度、どういうふうに観光立市として取り組まれるか。あるいは、昨年

も一生懸命取り組んでいただきました、台湾も含めて、今後どのようにされようと

お考えになっているのかをお尋ねしたいと思います。 
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○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  御質問にお答えしたいと思います。 

 ちょっと今原課がつくっているこの資料を見ましたら、今の具体的なことが全く

書いてございませんので、この場でお話を申し上げたいと思います。 

 先ほども申し上げましたけれども、下関、長門市のことも申し上げました。我々

は山口県中西部の中核的な観光資源を持っている、非常に山口県にとっても重要な

市です。我々美祢市が元気でならないと山口県全体が元気になれないということが

言えると、私は自負しておるところでございます。 

 ですから、今後、美祢市というのは４７０平方キロを超える大きな面積を持って

おりますけれども、とはいいながら人口規模は小さな市であるということがありま

す。ある意味、山口県の中でのポイント、点とし動くのであれば、やはり力が、資

源を持っておるけれども、ある意味その波及効果、発信力というのはそれほど大き

くなり得ないというふうにも思っています。 

 ですから、山口市と観光パートナーシップ協定を結びまして、今後、近隣の市と

我々が今考えておる大きな観光立市、そして交流拠点都市、この交流拠点という考

え方は、美祢市だけじゃなしに、我々美祢市を中心とした近隣市を含んでいくこと

にも大きな効果があるというふうに考えておりますので、ですから、先ほど秋吉台

に来られた方々、たくさん来られました。ただし、今議員がおっしゃったこと、大

変重要なことなんです。来られましたけれども、来られてすばらしいなという、景

色を見ていただいた。美祢市はいいなと思っていただいた。しかしながら、その

方々がその思いだけを持って帰られるんではなしに、ついでに美祢市の中でどうい

うふうな形で懐に持っておられるマネーを、お金を使っていただくという仕組みを

つくっていくか、それは直接的にこの地域の振興にもつながると私も考えておりま

す。 

 ですから、今サインシステム、逐次美祢市内いろんな人を流すためのいろんな看

板とか標識ができてきているのを実感しておられると思います。そのことも含めた

形で今考えているところです。ここにいえば道の駅おふくがある。道の駅みとうが

あるというふうな形、そこに行ってお金を使ってもらいたいし、またすばらしい施

設も見ていただきたいというのがありますから、具体的に申しますと。 

 そういうふうな形を、先ほどの準広域といいますか、近隣市を含めて、例えば山
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口市サイドから美祢市に人を流す方策、そして美祢市から山口市に人を流す方策、

お互いの、私はいつもウイン・ウインという言葉を使うんです、ウインというのは

勝利です。お互いがお互いをおもんぱかって、そしてそれぞれが持っているいろん

ないいところを出し合ってやると一つの一つが二つじゃなしに、それが３なり５な

りの効果があると私思っていますので、そういう環境をつくっていきたいというふ

うなのが私の──大きな意味で言えば戦略です。それに基づいて今動いています。 

 その中核たる考え方は、ジオパークを目指しておりますけれども、先日も申し上

げたかもしれませんが、ジオパークというのがユネスコで、ユネスコが支援をする

事業であったものが、今後ユネスコの主体事業に変わったということです。ですか

ら、世界遺産というのは非常に世界で注目を浴びておりますけれども、それと同じ

扱いになってくるということがあります。ですから、それがこの山口県の中で唯一

美祢市がジオパークに認定されてくるということは、さらに大きな力を持ってくる

だろうし、近隣の市も、美祢市を中心に置くほうが得策であるということも思って

いただけるでしょう。その辺の戦略も考えていくと。 

 それともう一点は、おとついも韓国のＫ２という、韓国内に２００店舗以上アウ

トドアグッズを持っておられるチエーン店の社長が美祢市に来られました。台湾に

はもちろん今私ども事務所を持って直接的に交流を進めています。韓国との関係、

今ちょっとぎくしゃくをしておりますけれど、とはいいながら一衣帯水の関係があ

ります。あそこがつながっておれば近いところですから、海が間にありますけれど

も。ですから、国境を越えて外国の方々をこの山口県、特に秋吉台、秋芳洞を中心

としたすばらしい自然を見せて差し上げる。そして、こちらに入られて、ウォンで

あれ台湾ドルであれ、こちらに持ってこられて円に変えていただいて使っていただ

くという仕組みをつくろうというふうに考えています。 

 ですから、戦略的には、戦術と戦略というのがあるんですが、戦略を行っていく

上には戦術も必要ですけれども、戦略というのはある意味大きな面、フィールドと

して考えていかないとなし得ないと思っていますから、私は戦略を考えていきます。

それの中でいろんな戦術を持って、政治で言えば政策があって、その下に施策があ

るんですが、同じことが言えます。戦略があって、私は戦略を出しますから、いろ

んな戦術を、いろんな優秀な職員たちがいますし、いつも私の理念を考えてやって

くれていますから、前に向いていこうということです。 
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 併せて、議会サイドも、いろんなことでチェックを入れられることは結構ですけ

れども、前を向いて、いかにすればこの美祢市がすばらしいものになるか、よそか

ら見て美祢市に住もうと思うところになるかということを考えた上で御議論賜れば、

ほんとに市長としてありがたいなというふうに思っています。ちょっと概念的過ぎ

て申しわけなかったかもしれません。 

○議長（秋山哲朗君）  竹岡議員。 

○１７番（竹岡昌治君）  市長は、次の質問をせんように、できんように答えてじゃ

から。確かにおっしゃるとおり、戦略計画、いわゆる会計でいうても括弧計算する

財務会計がある。それから、内計算をする戦略会計というのがあります。戦略、や

っぱり夢なんです。ですから、会計はその夢を数字に変えるだけですから、市長の

今の夢といいますか、こういうふうに美祢市がありたいという中で、職員の皆さん

方が一致団結されて取り組んでいっていただきたい。 

 ただ、後からも申し上げますが、例えば、いや、もう３に入りましょう。そのほ

うがいいでしょう。例えば宇部市が昨年ふえた一番大きな原因は、イベントをたく

さんやられたというのがあるんです。美祢の業者もそのイベントに参加して商売さ

れたという方もたくさんおられます。そうしたイベントをどのようにやるんかとい

うこと、その計画を３番目にお尋ねしているんですが、例えばことしも桜まつり、

実は中止になったのはいいんですが、前日の朝、中止しますということで連絡が入

ってきたんです。まあ私どもはいいんですが、たくさんの業者の方から私に苦情が

入ってきたんです。いかになんでも前日はひどいよと。もう全部資材を買うて用意

していました。もっと、もう一日か二日早ければ何とかなったのにというお話があ

って、そのときに御意見を伺ったのは、できればほかのイベントをしてでもそうし

た状態を救済してほしいと、こういうお話があった。 

 従って、私はここの美祢さくら公園の活用をそうした人たちのニーズに応えられ

るように、何かイベントが年間に数回か行われないだろうかという気持ちでやって

いるわけですが、お聞きするところによりますと、これは都市公園ということで、

全く観光とは関係のないセクションが管理をしているわけです。 

 それから、絵でかいているもう一つ、博物館、残念ながら合併後初めて行かせて

いただきました。たくさんいいものがあるにもかかわらず、場所的な問題もあるだ

ろうし、全く映像もないし、それからもう少しこちらの、美祢にある化石館や資料
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館等の連携をとりながら、もっとイベントに取り組まれたらどうだろうかというこ

とで参ったんですが、実は４月ごろだったと思うんですが、担当の女の子が風邪引

いてましたんで、何でと言ったら、ストーブがないんですというような話で、ちょ

うど部屋の中に空調機がありましたから、あれはと言ったら、あれは冷房しかきか

ないと、こういうふうな話で、やはり労働環境もきちんとすべきだなというふうに

思いながら、しかし、お金を払って中を見させてもらおうと思って言うたら、いや、

ここは無料なんですよという話なんです。私は無料というよりは有料化して、もっ

と違ったサービスが提供できないだろうかという考え方でお尋ねをするわけです。 

 それからもう一つは、私もう毎年広島の世羅町に行くんですが、あそこの農業法

人がやっているわけですから、ユリ園があったりチューリップ園があったり、フキ

がある。それからバラがある。それから、これは何と読むか知りません。菊の桃と

書いてあるんですが、ダリア、そういうふうな花が、規模が違うんです。広島のほ

うから、あるいは四国から貸し切りバスがどんどん入ってくるんです。毎年行くん

ですが、ことしは例年のように芝桜を見にいったらまだ咲いていませんでした。例

年なら咲いているのに、当時、あのころ寒かったためにチューリップも咲いてない、

芝桜も咲いてなかったんですが、残念ながら。しかしながら、そうした、見て楽し

めるというようなものも何らかの支援策はとれないんだろうか。こういうことでお

尋ねをしたいと思うんです。 

 一昨年だったと思うんですが、ちょうど花見シーズンに広谷商店街に行って、最

近のお客さんどうですかってお尋ねしたら、いや、花見があるんで全くだめですっ

てこういう話だった。だったら花見を逆手にとったらと言ったら、逆手にとるちゃ

どういうことですかというから、いや、あの周りにしっかり花を育てて、逆に花に

お客をとられるなら花でお客さんをとったらというお話をしたんですが、そうした

市内におけるイベント計画と申しますか、それぞれ例えば道の駅なら道の駅がある

だろうし、博物館は博物館であるだろうし、長登銅山の資料館なら資料館であるだ

ろうとは思うんです。その辺をうまく１年のイベントをくみ上げて情報発信しなが

ら、お客さんを招き入れる。さらに、あわよくば経済効果を上げるというような施

策はとれないだろうかと、こういうことでお尋ねをするわけです。 

 もう一つは、この伊佐川に平家蛍なんですけど、蛍がたくさんおります。昨晩も

秋山建設さんの後ろ、物すごく多いんです、行ったら。残念ながら、こっちに下が
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ることができませんでした。暗闇で足が悪いんで、踏み外しましてひっくり返って、

で、きょうは立てない、座れないんです。ちょっと悪い足が曲がりましたんで、無

理やり弟に突き延ばしてもらって立ち上がってきたんですが、蛍もたくさん美祢に

おります。残念ながら平家ですから小さい蛍ですけど、やっぱり蛍の乱舞を見なが

ら、ぜひ蛍祭りも、これは山口なんかは一晩しかやりませんけど、地元の人たちは

長期にやってほしいと。そして、道路の向こう側にありますオープンカフェ、給

水・排水、電源全部完備されています。そういうもの、それからアンモナイトのお

祭りもこちらでできんだろうかというような意見があるんです。 

 私が、アンモナイトももう随分出店しているんですが、実は、黒い革靴と黒いジ

ャンバーを着られたらわかると思う。明くる日、全部真っ白です。物すごいほこり

なんです、あれ。じゃけど、夜じゃからわからないんですが、その辺で、できれば

こちらでそういうことも取り組むことはできないだろうかという市民の皆さんの声

もありますし、出店者の声もあるんです。 

 実は、蛍祭りをもう七、八年前ぐらいですか、計画を組もうと思って、毎日に川

を夏時分見ますと、ニラが相当後ろの厚狭川は育っています。ニラがたくさん育っ

たから蛍が出るだろうなと思って期待していましたら、案の定蛍が出るようになり

まして、それこそ、社名は上げられませんが、上流におられる企業さんにも、蛍祭

りするときには協力してえやという話まではしたんですが、残念ながら、一緒にや

ろうやと言ってた相棒が亡くなりまして、そのまま今日を迎えておるわけでありま

すが、ぜひその辺も取り組むお考えがあるかないか、たくさん申し上げましたが、

いろんなイベントを各課にわたっておりますが、それをうまく統合して持っていく

ことはできないだろうかと、こういうお尋ねでございます。よろしくお願いします。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  只今の御質問ですが、大変多岐にわたってバラエティーに富

んでたということで、いろんなことを竹岡議員は考えておられるんだなということ

がよくわかりました。 

 今言われたことが、市で言えばいろんなところに多岐にわたっておるというふう

におっしゃった。ですから、今、事前に質問状を出されたときに、いろんな資料な

りは各担当部署がつくっていますので、私がここに今持っている資料はそれぞれが

つくったものになっております。ですから、今お話を受けたことを私が、私が今頭
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にあることでいろんなことをおっしゃった。しゃべったほうがいいんか、それとも

これを見なららしゃべったほうがいいのか、今ちょっと考えているんですが、私は

今せっかくこれがありますから、これをまず、これを基本的に優先をしながらお話

しさせていただいて、もし抜けているところがあれば、再度御質問賜ればというふ

うに思います。 

○１７番（竹岡昌治君）  長うなりますか。 

○市長（村田弘司君）  今、そうですね。この質問が立って３５分程度たちました。

どうしましょうか。どこかに絞りましょうか。 

○１７番（竹岡昌治君）  できれば簡単にお願いしたいと。 

○市長（村田弘司君）  簡単に。はい。 

○１７番（竹岡昌治君）  きついんです。 

○市長（村田弘司君）  まず、いろんなイベントのことをおっしゃいました。冒頭に、

宇部がいろんなことをぽんぽんぽんぽんやるから、大変いいよというふうにおっし

ゃいました。私がいつもコストパフォーマンスということを申し上げます。コスパ

です。非常にイベントをぽんぽんぽんぽんやると見ばえがいい。そして、耳ざわり

がいい。派手ですから、いかにもいろんなことをしとるように見えますけれど

も──宇部が悪いと言ってるわけじゃないですよ。ただし、その根本にある、それ

をやるには非常に大きなお金とそれから人的エネルギーを使います。それが結果と

してその地域の、その中長期的な振興につながるかということを考えてやっていか

ないとあだ花になってしまうということがありますから、その辺は注意をして、美

祢市はイベントをやっているということを御理解を賜りたいというふうに思います。 

 特に秋吉台においてはいろんなことをやっていただいております。ことしも旅行

村ではハッピーアワーミーティング２０１３ということで、アメ車とかハーレーダ

ビットソンがあります。ああいうものを集めていただいて、そしてアウトレットの

何か物を売ったりするんですか、そういうこともやられるということも聞いていま

すし、バンブー、竹です。このオーケストラをお呼びになってやられるとか、いろ

んなことをやられるようです。ただ、お金を余りかけないで人をたくさん呼ぼうと

いうことでやられるということを聞いております。 

 また、秋にはカルスとウォークとかリフレッシュパーク祭りとか、それからこと

しは美東でジオロゲイニング、いろんなことを秋吉台の高原カルストマラソンなん
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かもちろん大きなもんですけど、いろんなことをやって美祢市を大きく発信をして

いきたいというふうに考えています。これはいろんな実行委員会がありますから、

いろんな方の、民間の方の御協力があってできているし、実行委員会の方々のいろ

んな御努力があるということもつけ加えさせていただきたいというふうに思います。 

 それから、桜まつりの中止の件です。これ、ことし、桜まつり、気象庁の予報で、

非常な暴風雨が来るということで入ってまいっておりました。実際には、桜まつり

実行委員会というのがあります。この地域を中心とした方々がつくっておられる。

そちらのほうで桜まつりをされますので、市がやるというもんじゃないんですけれ

ども、その桜まつり実行委員会、商工会のほうが中心になっておられますが、随分

悩まれました。桜まつりというので大変たくさんの方をお呼びするイベントですか

ら、万が一暴風雨がある中で決行して事故があっては大変なことになるということ

がありましたので、事前準備をされておられたのもよく知っています。私、市長室

から、外でもういろんな準備をされておられました。ただ、それがほんとに翌

日──桜まつり当日は暴風雨になるかどうかというと明確にわからなかったけれど

も、なる可能性が高いということで随分悩まれまして、実行委員会のほうから私に

も相談がありました。市の駐車場を使いますから。どうしたものだろうかというこ

とで。その中でも、いろんな話を申し上げたけれども、最終的には実行委員会のほ

うで中止ということを決定をされたということでございます。 

 楽しみにしておられましたし、また準備をされるというのは非常に、先ほどの話

じゃないですけどいろんなお金がかかりますから、それが無為に期すというのは非

常に残念だということもあります。それも十分わかっております。苦渋の選択であ

ったろうということで思っております。 

 今おっしゃいましたそれに対する救済措置です。これを中止を決定するに当たっ

て、時間的にもう余裕がなかったということで、それを何かのイベントに代替をす

るということができなかっただろうと思います。それは私もよく理解をしておりま

す。 

 今後は、このたびの教訓を生かしまして、実行委員会を中心に、中止時の対策に

ついても検討いただくよう、この辺は我々行政としてもアドバイスもさせていただ

きたいというふうに思っておりますけれども、万が一こういうことが急に起こった

場合、どうすればと最もダメージが少なく、それを通り抜けられるかということも
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含めて、検討していただくような体制をとろうというふうに考えております。 

 それからさくら公園、今度はその駐車場の前です。さくら公園を使ったもの。こ

れは県が整備をされました。そして、市が管理を行っているものでございます。こ

れまでもこの公園の利活用につきましては、さまざまな御意見等お伺いをしている

ところでありまして、活用事例といたしましては、先ほどのみね桜まつりもありま

すし、また、通られたらわかるように、句碑なんかも立っているということで、旧

美祢市の段階で議会サイドから御意見が出て、あれができたということも私はよく

認識をしております。 

 今年度は、公益社団法人の日本青年会議所の中国地区山口ブロック協議会が秋に

物産や観光等の山口のお宝を美祢の地から発信するイベントを計画されておるとい

うことです。このイベントは、美祢青年会議所ＪＣが主幹となられまして、さくら

公園を活用して実施をするという計画となっています。このような若者が中心とな

られるイベントがこのさくら公園でやられていただくということは、将来にとって

も大変有意義なこと、意義があることだろうというふうに思っています。 

 これは今後さくら公園がどういうふうな形で存続していったほうが、またイベン

ト等に活用していったら市民のためになるか、この地域の振興になるか、市の振興

になるかという、ある意味実験的なことも出てくるだろうと思います。ですから、

美祢青年会議所、よくやっていただくなあというふうに思っています。私のほうも

全面的に御支援申し上げたいというふうに思っております。 

 今後、この河川敷、それから市役所駐車場へ行く進入路、それからさくら公園、

それから渋倉伊佐線、向う側のきれいな道路ですね。川向こうの。これを活用した

桜の見ごろのこと、それから蛍です、今おっしゃいましたけれども。伊佐川の蛍は

きれいですよね。八代の蛍もきれいです。蛍祭りやっておられるんで、地域の方が

中心になって。ほんとすばらしいですね。この鑑賞時期におけるこの地域のさくら

公園のおもてなしの出店、それからオープンカフェですね。 

 私はよくＢＳ番組を見るんです。地デジじゃなしにＢＳのほうです。そうすると、

世界のいろんなこういうふうなところを、オープンカフェを使って振興に結びつけ

ておるという映像が出てきます。特定のところじゃなしに世界中でそれをやってお

られる。日本でそういうところが意外と少ないです。 

 ですから、このすばらしい川と、そして蛍も桜もあります。そして自然環境は周
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辺に持っています。駐車場も目の前にあるということ。そういうことを考えていき

ますと、あの沿線を大きなイベントをするためにオープンカフェを出せないものか、

いろんなことを考えていますね。さらには、フリーマーケットなんかもやっていく

ということも人を呼ぶ大きな手段になってくるでしょう。 

 このことにつきましては、市が行政としてフリーマーケットをやりますよとか

オープンカフェやりますよということができませんから、今後、こういうことが実

行委員会と組織できるもんであれば、民間を中心として考えていただく。その中に

行政も加えていただいて、いろんな計画を練っていただいて、地域振興につながっ

ていって、これは先ほど申し上げた大きな戦略の中の戦術になります。この戦術を

有効なものを積み重ねていって、大きな政策戦略を具現化していくということにも

つながってこようというふうに思っております。 

 それから、アンモナイトフェスティバルのさくら公園の実施ということもちょっ

と触れられましたけど、これにつきましても、この実行委員会の中で議論されたと

いうことがあるようでございます。その際には、駐車場の問題があるということで、

断念されたということもお聞きをしておることでございます。 

 今後、アンモナイトフェスティバルでの活性につきましては、私のほうからこう

したほうがいいよということをなかなか言いづらいというよりも、やはり民間の力

というのが大切ですから、ご自分方で御判断いただく。それについて、判断された

ことについて、私どもが協力させていただくという形をとりたいというふうに思っ

ていますので、実行委員長に対してまして、再度御検討されてはどうかというアド

バイスぐらいはさせていただきたいというふうに思っております。 

 それから博物館、秋吉台の科学博物館のことを申されました。これ非常に古い施

設ですので、いろんな面で不足している部分があろうかと思います。ただし、とは

言いながら、旧秋芳町の時代から、なかなか内容的には濃いすばらしい学術的なも

のを持っておりますので、それを多くの方に見ていただきたい。秋吉台が持ってお

る、秋芳洞が持っている３億年から３億５，０００万年の歴史を知っていただくと

いうことが大きな意味がある施設だろうというふうに思っています。 

 これ夏にはクーラー、それから冬にはファンヒーターによる暖房等で館内の温度

も調整をしておりますけれども、いかんせん施設そのものが古いですから、なかな

かこの空調がうまくいっていません。ですから、職員については自分で厚着をする
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とかぬぐとかして調整をしていただくしかないというふうに思っております。 

 ただ、来られた方々に対しまして、不快な思いをしていただかないようには努力

をしていくようにはしていきたいというふうに思っています。 

 それと、無料かどうかという、ちょっとふれられたですね。以前は、この秋吉台

科学博物館、昭和３４年の１０月に開館しております。私の年で言えば、私が小学

校に入った年に開館しているんです。私小学校のころ行きました。幾度も行ったこ

とがありまして、非常に印象に残っているんですが、ですから、ことしの１０月で

５４年が経過しておるということで、まあそうでしょう。私が６０歳になりました

から、ちょうどそのぐらいです。 

 開館当初は、入館料を徴収しておったということでございます。しかしながら、

昭和４０年に、当時の秋芳町におきまして、秋芳洞の入洞料を値上げをした折に、

だから秋芳洞と１セットで考えておったんです。秋芳洞の料金を上げましたよ。で

すから、博物館の入場料を秋芳洞の入洞料に含められておるという考え方に切りか

えられたようです。抱き合わせ料金という形で、秋芳洞の入洞料を上げたというこ

とで、無料になったということです。ある意味無料になったということです。 

 ですから、秋芳洞に入った方々が科学博物館の入洞料も払っておるという基本的

な考え方に切り換えられたということ。それを合併後もそのまま我々新美祢市は引

き継いでおるということです。それ以後、実質的には入館料が無料ということで、

県内外から小中高等学校の方々の修学旅行が大変多いということで、この利用を中

心に現在に至っておるということであります。 

 これを再度有料化ということに関しましては、先ほど冒頭申し上げたように、こ

のサービスの質との問題がございますので、その辺を整理をいたしまして、この有

料化については考えざるを得ないんじゃないかというふうに考えております。 

 続いて、それから花園、美祢市は緑もすばらしい。石灰石の白もすばらしい。石

炭の黒もすばらしい。そして、銅の赤もすばらしい。しかしながら、今咲いている

花もすばらしいです。四季折々。この花園というのは人を引きつける力があります。

これを整備をしていくということは、ほんとにすばらしいことだろうということを

思っています。今議会にも出させていただいておるおもてなしの条例です。観光に

かかわる。これの中にも入ってこようかというふうに思います。市外から来られる

方をどういうふうにおもてなしをするかということは、この花を中心に考えること
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はすばらしい。先ほど世羅とおっしゃったですか。世羅のどこですか。（「世羅

町」と呼ぶ者あり）少年、世羅の。 

○１７番（竹岡昌治君）  広島の世羅町に、あのマラソンで有名な。あそこにたくさ

ん農業法人なんですけれども、いろんな花の広い面積でやってるところがあるんで

す。そこで。 

○市長（村田弘司君）  花をいろいろ植えておられて。 

○１７番（竹岡昌治君）  しっかり入園料は取られますけど。 

○市長（村田弘司君）  なるほど。農業法人をされながら、外からそういう視察に来

られる人もいらっしゃるし、自分たちでその地域を花を使って振興しようというこ

ともあるということですね。 

○１７番（竹岡昌治君）  そうです。いわゆる四国、広島から貸し切りバスで、その

花を何カ所か見て歩かれる。でも、私どもも見て歩いているわけですが。それと、

あそこはブドウ、ナシ、イチジクが農業法人で盛んにつくっておられるところです

が、ナシはちょうどこの秋芳のナシが済んだ９月、１０月の初めごろに豊水、幸水、

ちょっと高原ですから、高いところですから遅いんです。非常に甘みを強い。毎年

行っているわけです。 

 そうした取り組みについて、何らかの支援はできないだろうかというお尋ねだっ

たんです。 

○市長（村田弘司君）  なるほどね。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  済みません。会話方式なんで、御無礼しました。ちょっと今

言おうかと思ったところです。申しわけございません。 

 議会の運営上、差しさわりのあるやり方はちょっと控えたいと思います。 

 それで、今のお話ですね。私は、この美祢市を振興する上において、花というの

は非常に大切と思っております。私もいろいろなところに若いころから行ったとき

に、この花の持つ力というのはすごいなと感じておりました。実は、私が考えたの

が、これは人の多くの方を導き入れる交流拠点都市をつくるという政策を具現化す

るための戦略、戦術もありますけれども、花壇をつくっていって、市内でいろんな

花壇をつくっていただいております。それはまたすばらしい。それから、いろんな

ところへ花を植えていただいております、民間の方が。御自分で。自分のためだけ
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じゃなしに、市民の方、そして来られた方にそれを見ていただくということで、自

分の喜びとされて、結果としてこの美祢市のすばらしい景観をつくり上げていると

いうのがあります。 

 それと併せて、私が今考えておったのが、家がありますよね。そしてその軒先が

あります。その軒先に、例えばどこのお宅でもプランターがありますけれども、花

を植えておられる方がたくさんいらっしゃいます。これを、例えばこの地域は統一

的にこの花を植えてください。軒先レンタル方式といいますか、そのプランターを

市がお貸しをするとかいう形で、それに統一的に花を植えていただいて、ここの高

速をたどるとずっと軒先にその花が植えておられるとか、そういうふうなこともや

れるんじゃないかということも頭の中では考えております。 

 ただ、今口に出しましたけれども、この花を使った美祢市の振興の仕方というの

はいろんな方策があると思います。だから、大きな花園をつくるという。落合だっ

たですか、国立公園がありますよね。中国自動車道の。（「蒜山ですか」と呼ぶ者

あり）蒜山じゃなしに、莫大大きなお金をかけて花園をつくっておられるところが

あるんですが、国が。たくさんの方が来ておられます。ただし、それはやっぱり莫

大なお金がかかります。そしてその維持には莫大なお金がかかります。 

 ですから、コストパフォーマンスを考えたときに、対費用効果を考えたときに、

今美祢市がそれをやろうとして無理ですから、いろいろ方策はあると思います。今

後、今申し上げたようなことも含めまして、花を使ってどういうふうにこの地域を

華やかに、それこそ華やかにすることができるかということも考えていきたいとい

うふうに考えております。 

 まだありましたか。 

○１７番（竹岡昌治君）  いや、ほぼ結構でございます。 

○市長（村田弘司君）  よろしいですか。じゃ、とりあえずここで。 

○議長（秋山哲朗君）  竹岡議員。 

○１７番（竹岡昌治君）  済みません。あと１０分しかなくなっちゃった。ちょっと

花の件はこの辺でとめたいと思いますが、最後の④で、内田康夫作浅見光彦シリー

ズの推理小説の映画化について働きかけることはいかがかということで、一般質問

では通告申し上げましたが、実は、私、この浅見光彦シリーズはよく見ているわけ

ですが、昨年の２４年度に、浅見光彦が登場して３０周年記念、たまたま３０周年
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記念の出版が美祢市が舞台なんです。それで、祥伝社から汚れちまった道というこ

とで、これが祥伝社から出て、一方、光文社からは萩の殺人事件と、実は２冊の本

が浅見光彦登場３０周年記念ということで、主に美祢市、萩、長門、宇部、防府、

山口が舞台。中でも美祢が一番の舞台。 

 ストーリーは、美祢市の元議員が刺殺事件、いわゆる萩市で殺されるわけであり

ますが、それを軸にした物語なんです。中身的には、美祢市の社会復帰促進セン

ターの誘致のときに疑惑が、ガセネタを地元新聞に流して、その地元議員をたたい

て、風評被害を与えて出られんようにしたと。家族はぐちゃぐちゃになり、子供が

残念ながら破滅に追い込まれたというストーリーなんです。桜山の公園だとか興産

道だとか秋芳洞、それから美祢市各所の社会復帰促進センターも舞台としては出て

くるわけです。そうした問題で、議員が自分の潔白を何年か後にわかって、実行犯

のところへ訪ねていくんです。自分のあかしを立てようとして。そして殺されたと

いう物語なんですが、よく皆さん読まれた人は、おい、竹岡、あんた殺されちょる

よというていう話が冗談で言われるんですが、それはそれでいいんですが、私は、

これ必ずテレビで今までずっとシリーズでやっているわけです。 

 特に私が申し上げたいのは、これに何らかの、議会側も映画化の働きかけをした

り執行部もしていただいて、美祢市を大きく映像で宣伝することはできないだろう

かという気持ちで通告をしたわけでありますが、その辺につきまして、市長のお考

えをお聞きしたいと、こういうふうに思っていますが、いかがでしょうか。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  竹岡議員、大変このことを取り上げていただきましてありが

とうございました。きょうもここに持ってきておりますけれども（「持っておられ

るんですか」と呼ぶ者あり）持っています。先ほどおっしゃったこれですね。内田

康夫さんの汚れちまった道ということです。この方大変なベストセラー作家で、こ

れ全国で莫大な数が売れています、この本。これと萩殺人事件がありますけれども。

そっちは持ってきませんでした。こちらのほうが主体的に美祢市が載っていますか

ら。 

 特に、章建てがあるんですが、プロローグからずっと第１０章までありますけれ

ども、第６章は、章の名前が美祢桜山公園になっています。そして第７章が塀の中

からの証言者ということで、美祢社会復帰促進センターを中心としたことになって
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います。そしてこれ地図も載っていますけれども、美祢線を中心に入っています。

美祢桜山公園も入っていますし、この物語の中では、美祢社会復帰促進センターが

美祢更正保健センターという名前に変えてありますけれども、これはもう間違いな

く社会復帰促進センターのことだということで、桜山から展望台から下を見て、宇

部興産、それから宇部マテリアルの興産を見て、こんな景色が日本にあるかという

ことで驚嘆されておることまで入っています。非常に読んでおって、美祢市長とし

てうれしい限りです。 

 ただ、内容的にはいろんなことがありますのでなんですけれども、大変おもしろ

いなと思いました。こんなすばらしいストーリーテラーの内田康夫さんですから、

これが例えば、ほんとにテレビドラマの２時間ドラマとか映画とかしていただくと、

美祢市を全国に発信できるほんとにいい機会だろうというふうに思っています。 

 実は、この内田康夫さん、これをつくられる、作品をつくられる前に、美祢市に

取材に入られているようです。美祢市役所にも来られたようです。そのときに、私

にその話を伝えてくれておったら、私は内田康夫さんといろんな話をさせていただ

いたんだけれども、そのことが職員側から私に話が入ってなかって、知らずにおっ

たんですが、せっかくですから、こういうものが章建てまであるんですから、桜山

公園のことが。ほんとに今何かのドラマとか映画とか、活用していただいたら、美

祢市を売り出すいいチャンス、信用を高めるいいチャンスになりますので、ちょっ

と努力してみたいと思います。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  竹岡議員。 

○１７番（竹岡昌治君）  あと二、三分しかありません。今、市長のお考えをお聞き

しまして、いいことであろうと悪いことであろうと、美祢市が主に舞台になってお

りまして、美祢市が何らかの働きかけをすることによって、より美祢市をアピール

していただいて、発信をしたらなという考えのもとに御質問申し上げました。この

席からでは大変申しわけないですが、議会においても、議長、何かその辺も執行部

とともども働きかけができるように御要望申し上げまして、一般質問を終わりたい

と思います。ありがとうございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（秋山哲朗君）  この際、１１時１０分まで休憩をいたします。 
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   午前１０時５８分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午前１１時１０分再開 

○議長（秋山哲朗君）  休憩前に続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。岩本明央議員。 

   〔岩本明央君 登壇〕 

○１１番（岩本明央君）  皆さん、こんにちは。私は、純政会の岩本明央です。平成

２５年６月定例会での一般質問を行います。質問内容は、通告書の順序に従って行

います。 

 今回の一般質問の内容は、美祢市の農業振興、特に畜産振興について村田市長に

お伺いいたします。 

 質問中、閉鎖、撤退、廃止等の文言を使っておりますので、どうぞお許しくださ

い。 

 ことし２月末ごろ、県の施設である山口県育成牧場が閉鎖・撤退されるとのニ

ュースが飛び込んできました。このことは、関係者にとってはまさに寝耳に水で、

大変驚いています。山口県と美祢市は、廃止するに当たって事前に協議されたのか、

どのような説明があったか。閉鎖・撤退の理由、根拠は何か。いつごろ閉鎖される

のかなど、内容がはっきりしません。協議がされたなら、市はどのような見解を示

されたか、村田市長からできるだけ詳しくお聞かせ願いたいと思います。 

 この育成牧場は、昭和４２年に発足し、４５年間続き、今日に至っています。そ

の間、多くの牛を育成されました。関係者や畜産農家など大変喜んでいます。これ

以降、私の質問中で、育成牧場の事業主体は山口県であることは十分承知しており

ます。その上で、市民の方々のお考え、私の思い、関係者各位からの質問、意見、

要望等を申し上げたいと思います。 

 もし育成牧場が閉鎖・撤退されたら、１、畜産農家が大きな打撃を受けます。２、

雇用されているパート職員さん、臨時職員さんが失職されます。職を失われます。

３、育成牧場に土地を貸しておられる地元の地主さん数十人の土地代収入にも大き

い影響があると思います。４、育成牧場へ牛の搬入・搬出際の業者への運搬賃、輸

送費です。これがなくなります。 

 １の畜産農家への影響について詳しく述べてみたいと思います。 
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 一番影響を受けるのは酪農家です。美祢市内には立派な酪農家がおられます。彼

は、県・市のお勧めで県・市を信用され、一大決心され、平成２１年度の補助事業

を受けられ、数千万円の投資をされ、希望に胸を膨らませ事業を実施されました。

その信用をもとに、はしごに上る途中ではしごを外されそうになり、県・市への不

信感・不安感を持っておられます。 

 酪農家はぬれ子と呼ばれる生後７日以降のホルスタインの子牛を育成牧場に委託

飼育され、その後、時期を見てその牛を引き取って母牛に仕上げ、子供を産ませ、

乳を搾乳し販売されます。酪農家のぬれ子飼育は本業ではなく、搾乳し乳を販売す

るのが本業です。 

 今日まで育成牧場はぬれ子の委託飼育で大きな貢献をしてきました。酪農家も大

変助かっています。また肉用牛農家も黒毛和種母牛を育成牧場に預け、放牧や運動、

日光浴、体調の悪い母牛の蘇生、育成などしてもらっています。さらに、牛を管理

飼育しているおじいちゃんが体調を崩しての入院中だけ育成牧場に牛を預け、退院

後返してもらうなど、大変助かっています。 

 次に、２の育成牧場で雇用されているパート職員さん、臨時職員さんは職を失う

ことになり、地元住民の雇用の場が失われ、収入に大きな影響を及ぼします。今後

の生活不安にもつながります。 

 ３の育成牧場に土地を貸しておられる地元の地主さん数十名は、約５０年前に山

口県から、土地を貸してください、土地を貸してくださいと拝み倒され貸し出され

た、そのような経緯があるそうです。その地主さんの収入にも大きな影響があると

考えます。 

 ４の牛の搬出入の際の成牛１頭当たり１万４，０００円の運搬賃がかかり、運輸

業者の収入減にもなります。そのほかにも牛の放牧による育成牧場は秋吉台観光振

興の一翼を担うと考えられています。 

 今申しましたように、美祢市の畜産業や地域の経済に及ぼす影響は多大なものが

あります。育成牧場が廃止・閉鎖される、ああそうですか。しようがないねでは済

まされない重大問題と思います。村田市長のお考え、美祢市としての今後の方針、

取り組み等についてお聞かせください。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。市長の御答弁の後、発言席から質問させ

ていただきます。 
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   〔岩本明央君 発言席に着く〕 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

   〔市長 村田弘司君 登壇〕 

○市長（村田弘司君）  岩本議員の御質問にお答えをいたしたいと思います。 

 御質問の育成牧場ですが、これは山口県が保有する施設でありまして、正式には

山口県農林総合技術センター畜産技術部育成業務課でございます。しかしながら、

地域では、親しみを込めて育成牧場という名称で呼ばれておりますので、私も育成

牧場ということで御答弁をさせていただきたいというふうに思います。 

 先ほど岩本議員もちょっとふれられましたけれども、育成牧場は昭和３８年に現

地調査が始まりまして、昭和４２年には開牧式ですね、牧場が開かれたということ

で、翌年に５３頭の牛が入牧されて以降、草地造成を初め保育育成に必要な施設の

建設が進み、現在、約２３０ヘクタールの敷地において育成業務が行われていると

ころであります。 

 育成頭数につきましては、昭和６０年から平成元年では約４５０頭でありました

が、近年では約２５０頭の乳用牛の育成を行っておられます。 

 しかしながら、このたび、県の方針によりまして、平成２７年３月をもって施設

が廃止されることとなりました。このことにつきまして、県と市で育成牧場を廃止

するに当たっての事前協議がなされたかとの御質問であったかというふうに思いま

すけれども、このことにつきましてお答え申し上げたいというふうに思います。 

 ことしの２月に、山口県農林水産部より、このことで来庁されました。内容につ

きましては、次のとおりでございます。 

 県は、県の当初予算案の公表に合わせ、平成２７年３月をもって育成牧場の機能

の一部を伊佐町河原の本場に集約すること。それに向けて今後２年間をかけて地元

美祢市や利用農家と具体的な運用方法を協議していくこと。さらに、民間事業の活

用とそれに対する補助事業を創設、ですからつくるということです。この以上３点

についての協議じゃございません、報告でございました。従いまして、事前協議と

してではなく、県の決定事項として本市に来庁されたということです。 

 次に、県がこの施設を廃止する理由についてお答えをいたしたいと思います。こ

れは県の御見解です。これを代弁する形になりますけれども申し上げたいと思いま

す。 
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 山口県の畜産振興の対策の一環として、乳用牛等の育成業務をこれまで実施され

てきたところでありますが、公平性、経済性などの観点から、事業のあり方を検討

すべきであると県の監査委員から指摘があったということ、また、育成業務を行う

専門職員の退職や施設の老朽化等の状況変化があったことを踏まえ、育成業務の見

直しを行ったことが施設の廃止理由であるということの説明であります。 

 次に、地元住民の雇用の場が失われることについてどのように考えるかというこ

とですが、現在、育成牧場で臨時職員として４名の方が勤務をされておられます。

育成牧場の廃止後は、本市の伊佐町河原にあります本場において、飼育業務や管理

システム業務に従事をしていただくというように、県の畜産振興課としては考えて

おられることということでございます。県の担当部局に、このことを強く県の畜産

振興課としては要望していきたいというふうな御見解です。 

 次に、預託者への今後の対応策や支援策はあるかとの御質問ですけれども、この

ことにつきましては、育成牧場の廃止に伴う最も重要なことと認識しておりますこ

とから、今後、県に対しまして確認をするよう所管課へ指示をし、このことについ

て次のような報告を受けております。 

 県内の畜産振興と酪農家や乳用牛農家の経営支援に資するため、平成２５年度に

畜産技術部本場──これは伊佐町河原のことです──において乳用子牛の保育施設

を整備するとともに、新たに民間の乳用牛預託事業を活用して育成を行う場合の輸

送費補助を──ここでいう民間とは、北海道などへの預託ということです。その輸

送費を補助をするということであります。 

 また、県内４カ所に子牛や分娩牛などの委託管理が可能な地域管理ステーション

を設置をし、肉用牛を預託管理するシステムの構築、さらには家畜導入に係る資金

供与、乳用牛郡検定の普及定着化、肉用牛の増頭と地域の資源循環を推進するため

の畜舎整備支援などの既存事業を継続するなど、効率的で生産性の高い畜産業を育

成するため、引き続き畜産振興対策を実施されるとの報告を受けたところです。で

すから、今申し上げたことは県の見解を私が報告を受けたということです。 

 次に、土地の地権者への対応とはということの御質問だったと思いますが、この

ことについては、育成牧場の敷地面積約２３０ヘクタールの大半は借地です。です

から、県が借りられた土地になっています。地権者数は美祢市を含め５４名おられ

るということです。全体の借地料は年間１５０万円余りでございまして、県の考え
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としては、まず、美祢市と跡地のあり方等について協議をし、この協議状況を踏ま

え、土地地権者に丁寧に御説明をするということです。御理解いただくよう努力を

したいということを、県のほうが話されておるということを報告を受けました。 

 最後に、今後の美祢市の畜産業や畜産業に関連した農業振興について、今後の対

応や取り組みについて、どのように考えるかとの御質問ですが、まず、本市の畜産

業の現状について御説明をしたいと思います。 

 ２月現在の育成牧場を除きます市内畜産農家戸数は３８戸あります。このうち繁

殖牛をやっておられる方が２６戸、肥育をやっておられる方が８戸、そしてこれ一

貫が２戸、乳用牛につきましては２戸でございます。また、畜産業への就農につき

ましては、平成２３年度に１名、この方のことを先ほどおっしゃったんですかね。

平成２４年度に１名の新規就農者がありまして、私も大変うれしく思っているとこ

ろであります。 

 一方、飼育頭数につきましては、繁殖・肥育の肉用牛の総数は約１，２００頭、

乳用牛は約３４０頭で、平成２４年度の同じ時期に比べまして約５７０頭減少して

おります。 

 また、育成牧場の廃止によりまして飼料用米、飼料用稲などのホールクロップサ

イレージ、いわゆるＷＣＳの需要が減少することが考えられまして、生産者にも少

なからず影響を及ぼすことと思いますが、これを確認したところ、美東町の農業生

産法人で生産をされるＷＣＳのうち１割強が育成牧場へ出荷をされているというこ

とでございました。 

 このことから、農業生産法人への影響は微小ではありますが、確実に減少するこ

とから、ＷＣＳを他の品目に変更あるいは他の畜産業者への供給など、方向性を

県・市と法人とで今後協議してまいりたいというふうに考えています。 

 本市といたしましては、先ほど申し上げました若い世代の就農を積極的に支援す

ることや家畜導入に係ります資金供与など、経営面での市単独事業の継続、それか

ら家畜診療所の運営の支援、それから国また県の補助事業を積極的に活用いたしま

して、肉用牛、乳用牛の頭数を維持し、持続的な畜産業の経営を支援をしてまいり

たいというふうに考えております。 

 また、本年度、６８回目を迎えます美祢畜産共進会を今後においても継続をさせ

まして、畜産農家のモチベーションを維持し、高い目標を持って切磋琢磨すること
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で、畜産農家に自信と誇りを持っていただき、これからも畜産業を継続してまいり

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（秋山哲朗君）  岩本議員。 

○１１番（岩本明央君）  ２回目の質問をいたします。 

 育成牧場が廃止をされることを考えた場合に、さきに申しました４件のほかに、

５、県農林水産部の農業振興課、農業経営課が推進している先ほどのＷＣＳの販売

先が減ってきます。地元農家が納めているＷＣＳの需要も減り、農家経営の影響が

大きくなります。 

 この山口新聞にもありますように、毎年倍々の生産量がふえているところもある

ようです。私の住んでいる農事組合法人金焼も、飼料用稲ＷＣＳを銀畜さんと育成

牧場に販売納入しています。大きな得意先です。 

 片や、畜産振興課は、その販売納入先を閉鎖しようとしています。同じ県農林水

産部部内で正反対のことをされようとしているわけでございます。 

 ６、育成牧場が閉鎖されますと職員さんがおられないので、秋吉台山焼きの火道

切り、山焼き応援作業等の作業員が減り、地元集落の方々の作業量が増し、負担も

ふえます。いずれはあの広い現在の放牧地、採草地が五、六年後には荒れて荒野に

なり、秋吉台の山焼き面積がふえ、作業面積がますます広くなります。 

 ７、循環型社会が推進されている近年、特に堆肥の需要がふえています。この山

口新聞にもありますように、果物生産農家、白菜、キャベツ等の野菜生産農家、稲

作農家等への出荷増が顕著になってきています。堆肥の生産供給は、県畜産試験場、

育成牧場、サファリランドさん、銀畜さん、市内畜産農家等たくさんありますが、

今後は堆肥不足が発生すると考えられます。 

 育成牧場が廃止されますと、堆肥の需要先、飼料農家等への影響も大きくなりま

す。 

 ８、先ほど申しましたように、牛の放牧は観光振興にも役立ちます。 

 話が少し横道にそれますが、春のワラビ取りシーズンに長登の大仏ミュージアム

へ勉強、見学に来られたお客さんが、長登から秋吉台に足を延ばされ、育成牧場付

近で大自然の中の牛の放牧を見たり、長者ケ森の付近でゆっくり散歩、探索をした

りして大変喜ばれています。 
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 以上のように、育成牧場が廃止されることは、地域経済への影響はもちろん、美

祢市にとっても市税収入等影響があります。 

 いろいろ申し上げましたように、問題点や要望等がたくさんありますので、近隣

各市と連絡をとられ、連携されて、県に中止を申していただきたいと多くの関係者

が願っています。村田市長のお考え、御方針について再度お伺いいたします。 

○議長（秋山哲朗君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  岩本議員の再質問ですが、若干事前通知になかったものが含

まれておるようです。ちょっと私のほう、手持ち資料がないものがあります。です

から、事前通知があった分についてのみ、私のほうからお答えを申し上げたいとい

うふうに思います。 

 まず、先ほど申し上げましたように、県からこの育成牧場の廃止についての話は、

事前協議ということではなしに、もう県のトップレベルの決定事項ということで、

我々は報告を受けたということを御認識をいただきたいと思います。ですから、事

前協議があったのであれば、私のほうからはやはりいろんなことを、今おっしゃっ

たようなことを含めまして、話す機会があったと思いますけれども、県が今非常に

財政的に厳しいということを踏まえて描かれたんであろうと思います。 

 県の担当部局としても、以前から多額の赤字が生じる施設として、先ほども申し

上げたけれども、県の監査委員より強い指摘があったということですから、今まで

何とか継続をしてこられましたけれども、この老朽化した各施設の改修に、さらに

費用を捻出ということは非常に困難であるというふうな県の見解ということです。 

 それから、人件費の問題などから、最終的に廃止をせざるを得ないということを

県のほうから、先ほど重複しますけれども説明を受けたということで、そのことは

市とすれば、説明として受け入れざるを得なかったということです。 

 県では、施設の廃止と、それから育成業務の効率化に伴う支援策を講ずることを

前提とした決定ということ、先ほどこれ申し上げたとおりですけれども、この廃止

に伴う支援策を同時に考えていこうという姿勢を示しておられます。これを前提と

した決定事項ですから、県の状況を勘案考慮いたしますと、これから強く私のほう

に、県に申し入れてもらえないかという話でしたけれども、私にとっても市の中の

県の施設がなくなるわけですから、断腸の思いでございますけれども、既にもう県

のトップレベルで決定をされて、その報告として報告をされたということは、これ
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を覆すことは非常に困難だろうというふうに認識をしております。ですから、もう

それを踏まえた上で、今後の予算も組んでおられるということですので、受け入れ

ざるを得ないなということの認識はおわかりいただけるというふうに思います。 

 ただし、今後、廃止まで２年間あります。また、廃止後においても、市内畜産農

家からも要望や意見が出されることもあることは重々承知しておりますので、今後、

この育成牧場が廃止されたということは、県の責任においてされたわけですから、

そのことを踏まえた上で、市として市内の畜産農家、乳用牛をやっておられる農家

の御意見等をおくみを申し上げて、いろんなことを県に話をさせていただきたいと

いうふうに考えております。 

 それから、育成牧場の廃止に伴う山焼きへの影響というふうな御質問があったで

すね。この秋吉台の山焼きにつきましては、近年、観光等の目的も加味をされてき

たということから、公的行事として市の職員とともに地元住民の参加、御協力によ

って、今日まで実施をしてまいりました。毎年２月の第３日曜日に秋吉台の草原約

１，５００ヘクタール、広大な面積です。日本最大の山焼きですから。１，

５００ヘクタールに一斉に火入れを行うわけでありますけれども、火入れの実施に

当たりましては、隣接をする山林への延焼を防ぐため、延長約１８キロメートルに

も及ぶ火道と言われる防火帯を設置とをいたします。また、当日の火入れ作業等を、

周辺集落の皆様に御協力をいただいておるということで、大変感謝をいたしており

ます。 

 議員御指摘の育成牧場周辺に関しての火道切り及び火入れにつきましては、育成

牧場の皆さんにお願いをしているところであります。 

 ここで、育成牧場の廃止に伴いまして、その周辺の作業人員が不足をするという

事態になりますが、県とは、まだこの山焼きについての協議は行われておりません。

ですから、廃止をされた後、附帯的に生じるこの山焼きに対する影響について、ま

だ行っておりませんけれども、先ほど申し上げました跡地の利用など県との協議は

これからということになっております。ですから、この山焼きのことも含めまして、

この廃止に伴う影響について、十二分な協議を重ねて、市にとって不利益をもたら

すことのないようにやっていきたいというふうに考えております。 

 それから、この廃止に伴います観光振興にかかわることです。平成２１年に平成

百景に認定をされた秋吉台の風景は、訪れる観光客を癒し、日ごろの喧騒を忘れさ
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せてくれる大変雄大な、のどかな場所であるということは御承知のとおりです。特

に、都市部からの観光客にとりましては、日ごろ目にすることのできない非日常的

な風景であるということ、観光客のうち台上を散策され、育成牧場を目にする方に

とってみれば、ほんとに育成牧場も風景の一部とみなすことができるでしょう。先

ほど申し上げた、ほんとに非日常的な風景だろうというふうに思います。 

 あるいは、反対に、自然の中の構造物に違和感を感じられる方はいらっしゃるか

もしれません。ですから、その方々にとって感じ方はそれぞれだろうと思います。

ですから、秋吉台、どうして人工物があるんだろうと思われる方もいらっしゃるか

もしれません。 

 いずれにいたしましても、秋吉台は本市にとって観光のかなめ、核でありまして、

今後も後世に引き継ぐべき大切なものであります。引き続き観光立市となるべく、

可能な限り努力を重ねてまいりたいというふうに思っておりますので、御理解を賜

りたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（秋山哲朗君）  岩本議員。 

○１１番（岩本明央君）  村田市長、いろいろ御説明、御答弁ありがとうございまし

た。 

 最後に、関係者各位から村田市長への要望を実現・実行されることを期待をして

おります。大いに期待をしておりますので、ぜひ実行していただきたい。これをも

って私の質問を終わります。ありがとうございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（秋山哲朗君）  この際、午後１時まで休憩をいたします。 

   午前１１時４５分休憩 

……………………………………………………………………………… 

   午後 １時００分再開 

○副議長（村上健二君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議長が所用のため席を外しておりますので、これより、副議長の私が議長の職務

を務めさせていただきます。御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 一般質問を続行いたします。三好睦子議員。 

   〔三好睦子君 発言席に着く〕 
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○９番（三好睦子君）  皆さん、こんにちは。日本共産党の三好睦子でございます。

今回、質問順序表に従って質問させていただきます。 

 まず１点目は、美祢市の農業の将来構想についてお尋ねいたします。 

 日本の農政の歴史の中で、生産者には再生産ができる生産者米価を、そして、消

費者には安い米価で国民の食料を守るという食管制度が昭和１７年から平成７年ま

で５４年間続いていました。 

 今、国の農政は、小規模農家を切り捨てて、大規模農家への生産集中や企業の農

業参入が誘導される新自由主義の農政が推し進められています。その上、さらに安

倍政権は、ＴＰＰへの参加を図っています。ＴＰＰは例外なしに貿易障害を撤廃す

ることを原則としていることから、農産物の大量輸入は必至で、地域農業に大きな

打撃となります。 

 こうした状況の中で、行政として農業再生のためにどうするか、美祢市独自の方

向、方針というか、基本計画というような将来構想があるのでしょうか。 

 美祢市総合計画には、農林業の振興の中で１０年後は収益性の高い農業経営が行

われているとあります。計画から５年経過いたしましたが、家族経営と小規模農家

の全ての農家の方がこの収入性の高い農業経営ができているのでしょうか。 

 さらに、美祢市の具体的施策とありますが、どんな視点で取り組んでおられるの

か、その視点について幾つかお尋ねいたします。 

 １番目として、農業の再生の視点です。 

 政府は、ＴＰＰへの参加を図っています。農業の再生計画が急がれます。農業の

持続的な発展を図るのは小規模農家を含め、多様な担い手が活躍できる条件を実際

につくることが必要だと考えます。農業の再生こそ、観光産業も含めた関連産業の

発展で、地域再生が見えてくるのではないかと思うのです。 

 ２番目は、市場原理主義を超える視点があるかということです。 

 市場競争に耐えるために、集落営農や農家同士の手間がえ、農協組織の協働等も

必要かと思います。小規模農家や高齢者の農家の経営で、多様な担い手が活躍する

ために農協やＮＰＯなど共同活動を広げることも必要かと考えますが、この点はど

うでしょうか。 

 ３番目として、農家への支援という視点です。 

 法人、グループの経営安定のために年間を通じて収入があるように野菜、果樹栽
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培などの指導、支援の取り組み、また資材高騰の対策の緊急融資など、行政は支援

はどうなっているのでしょうか。国の施策の動向や事業の状況を早く知って、全て

の農業者に伝え、申請の方法など支援はどうなっているのでしょうか。 

 ４番目として、消費者との協働という視点です。 

 消費者の稲作体験教室など、消費者との意見交換をする、こういった交流をする

など、生産者と消費者との協働という新たな枠組みで市民が農業を支え、育んでい

くという視点があるのかどうかもお尋ねしたいと思います。 

 このような視点を含めた農業の基本計画になっているのでしょうか、お尋ねいた

します。 

○副議長（村上健二君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  それでは、三好議員の御質問にお答えをいたしたいと思いま

す。 

 美祢市の農業の将来構想を問うとの御質問でございますけれども、平成２３年

１２月議会におきまして、ほかの議員の方から美祢市の農林業の将来像について、

農林業を中心とした集落の１０年後の夢や姿を描けているのかと御質問をいただき

ました。それにお答えをした経緯があります。 

 御質問がこれと類似をしておるということもございますので、当時お答えをした

内容と、その後現在に至るまでの進捗状況、また予算も含めた事業実施実績などを

踏まえ、御質問にお答えするということで御了解を願いたいというふうに思います。 

 まず、第一次美祢市総合計画で、自然と調和し、潤いと活力にみちたやすらぎと

交流の郷を掲げまして、四つの基本目標を設置をいたしておりますが、特に、地域

や集落の活性化につきましては、産業の振興そして人の育成を推進することが重要

であろうというふうに認識をしているところであります。 

 この目標のもとに、将来的に安定をした農業が営んでいかれるということのため

の施策といたしまして、大きく四つの点について以前もお答えをしたというふうに

考えております。 

 まず、第１点目として集落をリードする担い手の育成と組織づくりということが

大変重要であろう、また必要であろうというふうに考えているところであります。 

 ２０１０年の農業センサスによりますと、山口県の農業就業者の平均年齢は７０．

３歳ということで、これは全国で２番目に高齢化が進んでおる、農業従事者の高齢
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化が進んでおる県というふうに考えております。 

 美祢市におきましては、さらに高く７１．３歳ということで、さらにそれより高

い状況にあるということで、非常に高齢化が進んでおる。農林業の従事をしておら

れる方がですね。そういう地域だろうというふうに思っています。 

 また、現在の主たる農業の担い手であります６０歳代の方々ですね、これは支え

る側から今後支えられる側のほうになるということがいえるかと思います。新たな

担い手の育成、それから新規農業者をはじめといたしました農業従事者の方の受け

入れ支援が急務であろうというふうに思っています。 

 このような状況を改善するため、まず法人化を進めてまいったところであります。

市のみならず県、またＪＡ、また農業関連の各種協議会と連携をいたしまして、地

元への情報提供や御相談があれば、出向いて御説明やアドバイスをさせていただく

ということ、これ人的支援ですが、これに加えまして設立時に必要な諸費用の一部

支援など、積極的に法人化を進めてまいりました結果、これ三好議員御存知であろ

うと思いますけれども、現在１９の法人が市内に設立をされております。 

 また、新規就農者の育成につきましても、同じく関係組織と連携をいたしまして、

法人化への推進と同様に人的支援を行ってまいりました。さらには、国の制度であ

ります青年就農給付金事業や農の雇用事業なども積極的に活用していただいた結果、

平成２４年度では６名の方の新規就農者がありまして、本年度も既に１名の方の新

規就農者が確定をしております。この先も、若い農業者の就業を積極的に推進いた

しまして、個人経営及び法人への就農を支援してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 また、個人の認定農業者につきましては、認定制度の開始以来、これを推進して

まいったところですが、近年では法人化への移行を推進する中で、これは減少する

傾向にあります。しかしながら、本市の農業を支えるには認定農業者の努力は必要

不可欠という認識を持っております。このことから、昨年度より機械購入に対して

の支援を市単独事業として行っております。 

 以上、申し上げました各種の支援によりまして、平成２４年度末で認定農業者や

法人を含めた集落営農組織の経営をされておる面積の合計が１，０１０ヘクタール

ということになりました。これは本市の、本美祢市の農業面積が３，９００ヘク

タール余でございますので、この約３分の１に迫る経営面積がこの認定農業者の
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方々や法人化されておるということです。平成２５年度も引き続きこれらを推進す

るため、必要な予算を計上しているところであります。 

 次に、２点目としまして、集落の大半を占めます農業者の方々の所得向上があろ

うかと思っております。本市には先ほど申し上げましたように、農地面積が３，

９００ヘクタールあるということですね。この土地を有効利用、もしくは維持をし

ていくためには米、麦、大豆、こういう作物は大変広い面積が要ります。ですから、

土地利用型農作物とか、土地利用型農業というふうに申しておりますけれども、こ

れらと併せまして、労働集約型の野菜、それから果物の生産振興を行いまして、農

産物の付加価値をつけるための、これ特にことしから力を入れておりますけれども、

六次産業化の推進を図るということは非常に大切だろうと思っています。この現金

収入のためにですね。 

 これと同時に、学校給食への食材供給や直売所みとうをはじめといたします地域

の直売所や、美祢農林開発での地元農産物の加工品の開発販売、地産地消を推進す

ることによりまして、農業所得の向上を目指す必要があるというふうに考えており

ます。 

 これ、今議会に提出されます美祢農林開発株式会社が持っておる使命と、これ全

く一致をするものでございまして、農家所得の向上をもたらすということで、今回

新たに指定管理の中にそれを盛り込んだということでございます。 

 只今申し上げましたもののうち、本年度は六次産業化への推進につきまして、先

ほど申し上げたように特に力を入れておる。力を入れていきたというふうに思って

おります。 

 昨年度、六次産業振興推進室を立ち上げました。本年度４月には、六次産業化推

進基本計画を策定をいたしております。これで、本格的に具体的な施策を展開をす

るために、平成２５年度からふさわしい相応の予算を計上しておるというものでご

ざいます。 

 この具体的なものといたしましては、本年度のなるべく早いうちに市内の農産物

や加工品などを、本市のブランド品として正式に認定をするという施策を実施をい

たします。美祢ブランドの設定ですね、制定ですね。関アジとかいう言葉は聞かれ

たことがあるでしょうけども、ブランド化をするということで付加価値をつける。

それによって販売価格を引き上げることによって、生産をしていただいた方に所得
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の向上をもたらすという意図を持っております。 

 それから、美祢市全体を発信する力もあるというふうに思っています。こうした

施策を実施をすることによって、消費者の方々の関心、それから注目度をアップを

させまして、これらのファンをつくっていくということもできるのではないかとい

うふうに考えております。また、新たに六次産業化へ取り組もうとされる方への支

援をするための予算も計上しているところであります。 

 さらに、３点目といたしまして、農地及び農業用施設など恒久的に安定した農業

生産基盤の整備が必要だと考えております。 

 ですから、この農業を支える基盤というのは大変多岐にわたっています。ですか

ら、そのインフラの整備をしていくということも非常に大切なこと。これが３番目

ですね、今申し上げたように。 

 現在、本市の圃場整備率は８４．９％でありますが、県事業等を活用いたしまし

て未整備田の整備をさらに推し進めていきまして、圃場整備率のアップ、それから

安心安全な集落を目指すために、さらなる生産基盤の安定を図ることはもちろんの

こと、これと併せまして先ほど申し上げました米、麦、大豆、土地利用型作物です

ね、これをやっていくためにはやはり浅層暗渠、浅い層の暗渠ですね、水はけがよ

くないとできませんから、この整備も行っていくこととしております。 

 ４点目として、有害鳥獣の被害による農作物の被害の軽減、農業者の営農意欲の

衰退を防ぐことが必要であろうと考えております。特に、近年は山と里の境が明確

でなくなったということで、三好議員よく御承知でしょう、山の生き物が里におり

てきて、非常に農作物に被害を与えておる。これで、農業意欲、経営意欲がなくな

っていくということが今、大きくなっています。これをまたどうにかしなくちゃい

けないということがありますね。 

 これに関することといたしまして、鳥獣の捕獲、駆除はもちろんですけれども、

耕作放棄地をこれ以上増やさないこと。ですから、山と里の境に最も耕作放棄地が

生まれやすくなっています。この耕作放棄地が増えるということは、より近く山の

けものたちが里におりやすくなってくるということになりますから、これを解消す

ることが必要であろうというふうに思っています。 

 田畑が荒れまして、やがて原野化し、耕作放棄地となり、現在約３００ヘクター

ルあります耕作放棄地が、鳥獣被害の要因の一つとなっておるというふうに認識を
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しています。耕作放棄を食いとめるためには、さきに三つのことを申し上げました

ね。これ４番目の話ですけれども、鳥獣被害は。さきに申し上げた三つのこと全て

に関連をすることでありまして、これらを着実に実施をしていくことが耕作放棄地

の解消につながっていくということがいえるかと思っています。 

 ですから、営農意欲を持って法人化であり、いろんな形であれ、土地利用型でな

いもの、野菜とか果物でも結構です。このことをやっていただくことによって里を

守っていくということが、結果的にはこの鳥獣被害を防ぐ最も大きなことだろうと

思います。ですから、場当たりという言葉は変ですね。けものを撃って、それを減

らすということも必要でしょう。またフェンスをつくるということも必要でしょう。

それももちろん必要ですけれども、その大きな意味での大きな潮流といいますか、

それを確実にしていくということですね。 

 きょう、午前中の竹岡議員の質問でも申し上げたように、政策があって施策があ

る。戦略あって戦術があるというふうに申し上げましたけれども、より大きな広い

視点を持って何をすべきかということ、その中でいろんなポイントポイントのいろ

んなことをやっていくということが必要です。 

 ですから、場当たり的にものをなしていきますと、何をしとるかわからん、お金

だけかけて結果としてしたことが何のことにもならなかったと。瞬間的には何かあ

ったかもしれないけれども、長いスパンで考えたときには、それが大きな効果をも

たらさなかった。いわゆる税金の無駄遣いが起こるということが起こると思います。

それは、避けようと思っています。 

 ここで、市独自の利用として、耕作放棄地の抑制や解消に向けまして、農地所有

者に不作付地の改善計画を提出をしていただきまして、その計画の実績結果に基づ

いて補助金を交付をするという補助事業を創設をいたしました。ですから、つくっ

たということですね。予算化をいたしております。 

 また、鳥獣被害対策につきましては、昨年度農林課内に有害鳥獣対策室を設置を

するとともに、これも以前申し上げたことがありますけれども、さらには美祢市を

はじめ長門市、山陽小野田市、宇部市、下関市の５市によりまして、山口県西部広

域対策協議会を立ち上げまして、県に対し鳥獣被害対策として捕獲及び駆除につい

て８項目の要望を知事に提出し、本年度より新たな補助制度が設けられました。 

 きょうも昼休み、この間の昼休みがあったんですが、この昼の時間に長門市の大
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西市長から話があるからと電話が入ってきました。頻繁に、お隣の市の市長ともい

ろんな意見を交換をして、いろんな政策を具現化するために協力をすることがない

かということも話し合っております。それによって、いろんな方向性も変わってく

ることもあります。広域でないとできないこともありますからね。特に、イノシシ

とか鹿なんかは単独市ではどうしようもないところがありますから、その辺もあり

ます。 

 また、国としても全国的に深刻な鳥獣被害に対して、平成２４年度末の大型補正

により新たな補助メニューを創設されました。これら国・県の事業を積極的に活用

していきたいと思っております。また、これらの事業につきましては、現在調整中

でありますので、確定をいたしました後は本年の９月議会において補正予算を計上

させていただきたいというふうに考えております。 

 以上、申し上げましたこの４点につきましては、冒頭で申し上げた自然と調和し、

潤いと活力にみちたやすらぎと交流の郷の実現に向けて、なすべき大きな四つの施

策だろうというふうに思っています。 

 先ほど三好議員が、最後の部分ですね、質問の。農業振興計画的なものがあるか

ということを御質問になったというふうに思います。現在は、農業振興計画という

言葉のものはありません。しかしながら、これに類するものといたしまして、平成

２２年に農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を策定をいたしました。 

 この基本構想の概要を申し上げますと、農業経営基盤強化促進法に基づき策定を

いたしたもので、主には農業経営に関しまして、法人や認定農業者の農業経営の安

定化の促進に関する事項、それから農用地の利用集積、それから円滑化に関する事

項など、農業の健全な発展を図るために策定したものであります。 

 また昨年度、ですから平成２４年度には振興計画の策定のための事前、だから振

興計画というのは農業振興計画ですね、農業振興計画の策定のための事前調査と骨

子に相当するものの策定を行っております。また、美祢市地域農業再生協議会にお

きまして、地域水田農業ビジョンを策定をいたしました。これによって、作物の振

興及び水田利用の将来的な方向性の振興策の策定、そして経営所得安定対策の推進

方法の策定を行ったところであります。 

 さらには、先ほど申し上げました六次産業化につきましても、この４月に先ほど

申し上げたように六次産業化推進基本計画を策定したところです。また、美祢市総
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合計画にも記載をしております美祢市農業振興地域整備計画の策定のための準備に、

今年度からもう既に取りかかっております。 

 この計画は、地理的に農業を振興しようとする地域を定めるものでありますけれ

ども、事務的な作業といたしまして農地を１筆ごとの確認作業となりますので、膨

大な作業量となります。しかしながら、これを着実にやるために、担当課で今年度

より着手をいたしました。 

 このように、各分野において既に計画を策定いたしまして、施策に基づき必要に

応じて予算化をしておるということがあります。これに基づいて、先ほど申し上げ

た美祢市農業振興基本計画、これは仮の名前ですね、仮称ですけれども、これにつ

きましては美祢市農業振興地域整備計画と、先ほど御説明しましたですね、これと

非常にリンクするというか、ほぼ重なってくるところがあります。 

 ですから、これらを整合性を持たせるために、美祢市農業振興地域整備計画の策

定がある程度進んだ段階で、本格的に着手をすることが必要だろうというふうに考

えています。あちこちばらばらばらばらつくって何をしたかわからんよじゃ困りま

すから。同じ柱のもとに、同じ指針のもとに政策、施策をつくって必要があります

ので、そういうことです。 

 計画策定においては、国・県の考え方を十分に踏まえる必要がありますね。単独

１市だけでやることは大事ですけれども、この農地、林地というのは国土なんです。

国土の非常に多い部分って言っていいでしょう。ですから、国の政策、また県の施

策、これの動向、考え方を踏まえた上でないと、なかなか仕事ができないというこ

とも御理解をいただきたいと思います。 

 これらを十分に踏まえつつも、美祢市の独自性、ですからそれぞれ市なり、町な

り、村というのは独自性を持っていますから、その大きな国の考え方なりを踏まえ

た上で、その上で市の独自性を十分に盛り込んだ計画、そしてさらには只今、三好

議員からも御提案がありました内容等も検討しながら、まだまだ道半ばであります

自然と調和し、潤いと活力にみちたやすらぎと交流の郷、これを実現をしていきた

いというふうに考えております。 

 ちょっと長くなりましたけど、以上、答弁です。 

○副議長（村上健二君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  ありがとうございました。先ほど、２３年に同じような質問
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をしたと言われましたが、やはりＴＰＰも交渉が、参加交渉されそうになるなど、

本当に農業の将来というか、農業を再生していかなければいけないというのが心配

なので、質問させていただきました。 

 先ほどの説明の中で、回答の中で農業基本基盤強化ですか、何かそんなのを策定

しているとのことですが、これは農地の集積で株式会社等の企業の参入、農業参入

をしやすいように地ならしをするように思われます。農地が集められて企業が参入

となれば、農家は農業をしていけなくなるのではないかと思います。人口はますま

す減ってしまうでしょう。土地のよいとことは儲かる農業が進められていくと思う

んですけど、中間とか条件の悪いところは、不利地ですか、そういったところはも

う農業をしても儲からない、引きに合わないということで、後で手もつけられなく

なる。それこそ農地が荒廃していくのではないかと思うんです。 

 この基本構想は、国の方針で株式会社等企業が農業に参入しやすいようになって

いる、その方針そのままではないかと思うんですが、これでは本当に美祢市が崩壊

していくのではないかと思います。それでも、この農業基盤強化促進という、基本

構想をお進めになるお考えなのでしょうか、担当農林課、西田課長さんお願いして

よろしいでしょうか。 

○副議長（村上健二君）  西田農林課長。 

○建設経済部農林課長（西田良平君）  只今の御質問にお答えいたします。 

 農業経営基盤強化の促進に関する基本構想についての御質問でございます。こち

らのほうは平成２２年に策定をしております基本構想ということですけども、その

基本構想が目的としておりますことは、特定農業団体及び特定農業法人等の確保、

育成の推進、それから集落を単位とした集落営農の組織化、法人化を促進すること。 

 それから集落を単位とした生産組織の育成を図り、当該組織全体の法人化を進め、

特定農業法人、特定農業団体の設立を図ること、こういったようなことを目標とし

て掲げております。ここで言います集落営農ということなんですけども、集落を単

位として集落の話し合い、これを各農家の合意をもとに生産工程を全部、または一

部について協働で取り組む組織のことをいいます。 

 特定農業法人、特定農業団体というものは農業経営基盤強化促進法に基づいて、

特定農用地利用規定に位置づけられた法人、団体ということになるわけです。これ

らの集落営農法人、あるいは個人の認定農業者が農地の利用権を、個人農家と設定
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をいたしまして農地集積を行い、集団化された農地で効率的に作業が行えることを

推進するための構想でございまして、これにつきましてはＪＡさんや私たち美祢市、

あるいは美祢市地域担い手育成総合支援協議会というものがあるんですけども、そ

れらがどのようにその推進に向けてかかわっていくかなどが記述された構想でござ

います。 

 議員さんの質問では、多分平成１３年、もしくは平成２１年に農地法が改正をさ

れまして、株式会社等いわゆる民間企業でも農地が借りられるようになったという

ことがあります。これを受けて、この基本構想でそれぞれを推進するように解釈を

されていらっしゃるのではなかろかと。要するに、企業さんの農地集積を推進する

基本構想になっているんではなかろうかというふうに解釈をされているんではなか

ろうかと思いますが、先ほど基本構想の目的のほうを言いましたけども、あくまで

これは集落営農を推進して、そして集落営農の組織を法人化し、そして集落営農法

人化とその農地集積、これを推進することを目指す構想でございます。 

 確かに、農業に関する法人の言い方というのが、いろいろありましてわかりにく

いところもございますけども、農業法人というものは農地を利用するか否かによっ

て、農業生産法人というものと、その他の農業法人に大別がされます。また、企業

が農業生産法人になるためには、農地法に規定された一定の要件、事業要件であっ

たり、構成員の要件、あるいは業務執行役員の要件、こういうものがあるんですけ

ども、こういうものを満たす必要があります。この要件を満たせば株式会社でも農

業生産法人になることができますし、もし生産法人にならないとしても、企業とし

て一定の要件をクリアすれば、農地を借りることができるということがあります。 

 このことから、議員の言われます企業さんが農地、いいところの農地をどんどん

集積していくんじゃないかということが発生しないとは言い切れないと思います。

しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、基本構想の中ではあくまで集落です

ね、地域集落を単位として集落の話し合い、その合意のもとに構築する集落営農法

人ということを推進しております。 

 ということで、従いまして今後もこの基本方針に基づきまして、集落営農法人化

と農地集積、こちらのほうは進めてまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○副議長（村上健二君）  三好議員。 
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○９番（三好睦子君）  どうもありがとうございました。集落営農法人でということ

なんですが、集落によっては法人のない集落もあります。そして、認定農家で家族

経営で頑張っておられる農家もあります。こういった小規模農家の支援も忘れない

でいただきたいと思います。 

 今、農業は本当に地域の自然や資源、こういった状態が強く制約されてきます。

そして、環境と人に優しい環境保全型農業、そして消費者と交流することが新たな

枠組みだと思うんです。こういった農業の実現など取り入れた基本的な計画をすべ

きではないかと思います。そのために、国の政策に依存するのではなくて、独自の

農業政策で推進していくべきだと思います。 

 先日の議会初日に、美祢市の六次産業化の基本計画が提示されました。農業でま

ちおこしも具体的になってきているようです。今、消費者に求められているのは、

食料の安全です。遺伝子組みかえのない減農薬、有機肥料でおいしい、そして安心、

そして安い農産物が待たれています。 

 美祢市のブランド戦略として、私は思うんですが、先ほど美祢市のブランドで農

林開発でつくったのをブランドにしたいというのがありました。私は、そういった

ものも含めて原材料が減農薬、有機栽培で安全な農産物をブランドにしてはどうか

と思うんです。 

 この減農薬、有機栽培で環境保全型農業を実践していく上で、農業や関係機関、

畜産農家、有機栽培の専門家の方たちにも作業など助言をしていただき、指導や助

言をしてもらうなど協力してもらう、そういった推進体制をとることも必要かと思

います。そして、美祢市を有機の郷、おいしくて安全な農産物の産地としてなると

いいと思っております。そして、みんなが健康で明るく働いている。健康になった

ので、医療費が要らなくなった。その分時間にゆとりもでき、趣味の活動、ボラン

ティア活動などよい循環が広がると思うのです。 

 そうした有機野菜、減農薬、そういった農産物で、直売所ではそういった農産物

を提示して、環境の保全の暮らし、安全な食料を求めていらっしゃる消費者の方た

ちとの交流の人口も増えてくるのではないかと考えます。そして、道の駅の食堂や

市内のお店では、農産物で形のそろっていないものも出てくると思います。例えば

トマトとか、形のいいのは直売所で売れたりしますけど、形の不ぞろい、そろわな

かったものとか、そういったものはお菓子として、スイーツですね。とかしてつく
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って残らずに全て使われているといった方向をとれば、本当につくる側としても農

家の方はつくれば売れると、そういった希望が持てて、生産意欲も沸いてきて、元

気に生産に励めると思うのです。 

 こういった美祢市全体の取り組みで、安全な農産物が美祢市のブランドというこ

とはどうでしょうか。六次産業で農産物が加工されている、原材料で今あそこのあ

れです。そういったところでも、本当にもととなる農産物、原材料が減農薬、有機

栽培で安全な農産物だと、本当に安心です。これこそ農業を再生して、地域の再生、

市長さんも言われました自然と調和し、潤いと活力のある美祢市実現のためになる

のではないかと思うんですが、この点も農林課長さんに御意見いただけますでしょ

うか、お伺いします。 

○副議長（村上健二君）  西田農林課長。 

○建設経済部農林課長（西田良平君）  只今の御質問で、ブランド戦略ということ、

あるいは減農薬、有機栽培ということで安全な作物をつくってはどうか。または、

そういったような指導とか、助言とかという体制づくりということの御質問だった

かと思います。 

 県とＪＡ、市が連携いたしまして取り組んでおりますものに、エコ山口農産物生

産認証制度というものがございます。これは、国が定めました特別栽培農産物にか

かる表示ガイドラインに沿いまして、科学農薬や化学肥料を使用しない、または

５０％以下に削減して生産された農産物をエコ山口農産物として認証する制度でご

ざいます。 

 生産者は、県に申請を出しまして、県は書類審査、聞き取りあるいは現地確認な

どを行って認証されることになります。認証されますと、このエコ山口農産物とい

うふうになると同時に、特別栽培農産物として全国に通用するものというふうにな

ります。それから、認証票というマークみたいなのがあるわけですけども、こうい

うものの使用も許可をされるということもございます。 

 ほかにも、エコファーマー、これは人のことですけども、農薬等の３０％低減等

を行いますと、エコファーマーとして認証されるということもございますので、エ

コファーマーの皆様は減農薬の推進には寄与されているのではなかろうかというふ

うに思います。このような制度をもちまして、安心安全な農作物の推進を行ってい

るということがいえると思います。 
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 市としてのブランド作物とするかどうかというところにつきましては、安定的な

供給体制が整っているのかということとか、美祢市らしさがうかがえるのかとか、

さまざまな要件、こういうものが加わってくるというふうに思いますが、安心安全

な食べ物というふうなことの要件としては、非常に大切なところだというふうに考

えますので、それが大切なものではなかろうかなというふうに思っています。 

 それから、減農薬、有機栽培の指導、助言ということですけども、宇部、美祢地

域の市、それから県の農林事務所、それからＪＡさん、この３団体で循環型農業推

進協議会というものを組織しております。これは、栽培に関しての専門的な農業技

術ということにおきましては、県の農林事務所の農業部に専門的な技術をお持ちの

職員の方がいらっしゃいますので、そちらの方からの指導あるいはＪＡの農業管理

センターからの指導、助言ということがあろうかというふうに思います。 

 それから、農業者の方から栽培工程、あるいはその他技術的な御相談がやっぱり

どうしてもまず市に入ってくるケースが多くございます。こういったような場合に

は、市の職員もある意味パイプ役といいますか、そういう形で役割を担っていると

ころでございます。 

 以上のようなことから、役割分担を持ったそういう体制というものの中で、指導、

助言ということを行っているというふうにいえると思います。以上です。 

○副議長（村上健二君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  どうもありがとうございました。次に、家庭ごみと事業ごみ

の基準と現状についてお尋ねいたします。 

 ごみには、家庭ごみと事業ごみとがあるようですが、家庭ごみと事業ごみのそこ

の区別について規定はどうなっているのでしょうか。 

○副議長（村上健二君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  ちょっと担当のほうがいいかなと思う。基準の話だから。 

○副議長（村上健二君）  担当のほうがいい。担当でいい。 

○９番（三好睦子君）  回答をいただければどなたでも。 

○市長（村田弘司君）  家庭ごみと企業ごみの基準の違いでしょう。ちょっと政策的

なことというより、決まりきったことやから市長が答えることではないような。 

○副議長（村上健二君）  岡藤生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（岡藤克昌君）  まず、家庭ごみのほうですが、家庭ごみ
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とは一般家庭での日常生活で排出されるごみでございます。事業ごみとは、事業活

動に伴って発生する廃棄物、つまりごみでございます。 

○副議長（村上健二君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  よくわかりました。ありがとうございます。事業活動によっ

て生まれたごみということですが、このみずから責任、基準というのはあるのでし

ょうか。どこまでが事業ごみでといった。例えば、従業員の数とか、それから事業

の内容の取り扱いとか、規模とか、あるのでしょうか。お尋ねします。 

○副議長（村上健二君）  岡藤生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（岡藤克昌君）  まず、事業ごみでございますが、事業活

動に伴って生じた廃棄物ですね。これは、みずからの責任において適正に処理しな

ければならないと事業者の処理責任が定められております。 

○副議長（村上健二君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  ありがとうございます。簡単にありがとうございます。ちょ

っと余り簡単すぎて、だからそういった出たごみで──はい、はい、そうですか、

わかりました。事業ごみの、そして収集体制というのは現状はどのようになってい

るのでしょうか、お尋ねします。 

○副議長（村上健二君）  岡藤生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（岡藤克昌君）  収集体系ですかね。 

○副議長（村上健二君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  事業ごみの収集体系。 

○副議長（村上健二君）  岡藤生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（岡藤克昌君）  事業ごみの収集体系でございますが、事

業ごみの収集方法につきましては、二つの方法があります。 

 一つは本市の許可業者に収集、運搬をする方法と、一つは市の処理施設に事業者

が直接搬入する方法があります。本市には事業所が約１，５００カ所あり、その中

には店舗兼住宅などの少量排出事業者など多く、市が収集に回る家でごみの中に事

業系ごみとの分別が徹底されていないまま、ごみを排出されているという現状があ

ります。 

 また、一方ごみを大量に排出する利用者に対しては、ごみの収集体制や処理施設

等に与える影響が大きいことから、今以上にごみの減量化や資源としての再利用す
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る循環型社会の構築に協力していただくことが必要不可欠であり、事業者と行政が

それぞれの立場で、責任と役割を分担した取り組みが重要となってきております。 

 今後、より充実した収集体制をつくり上げ、事業者に対してごみの減量及び分別

排出徹底をしていただきますよう周知に努めていきたいと考えております。 

○副議長（村上健二君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  どうもありがとうございました。店舗兼住宅という少量のご

みの排出はもちろん別と思いますが、事業ごみの許可業者が収集運搬しておられる

ということで理解いたしましたが、いいでしょうか。 

 それと、３点目に移ります。 

 可燃物と不燃物の持ち運びが困難な収集の現状があります。早く言えば粗大ごみ

の件ですが、現状はどのようになっているのでしょうか、お尋ねします。 

○副議長（村上健二君）  岡藤生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（岡藤克昌君）  可燃物、不燃物の持ち運び困難なものの

収集の現状の質問にお答えをします。 

 美祢市では、市の指定袋に入らない可燃物、不燃物は粗大ごみとして通常ごみス

テーションに出す方法、各家庭に訪問し個別収集する方法、市民の方がみずから施

設に直接搬入する方法と三つの方法があり、特に持ち運び困難なものにつきまして

は、個別による個別回収を御利用いただいていると認識しております。 

 この個別回収の御利用の際は、市に事前の申し込みが必要となりますが、平成

２４年度の個別回収の利用状況は１１８件あり、これを地域別に見ますと美祢地域

が１１０件、美東地域が３件、秋芳地域が５件となっております。 

 また、引っ越し等で一度に大量の粗大ごみが出る場合、市の通常の回収業務では

対応できない場合は、市の施設に直接搬入または排出者の方で市が許可している収

集運搬業者へ直接依頼されるようお願いをしております。 

 以上でございます。 

○副議長（村上健二君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  どうもありがとうございました。家庭系ごみと事業系ごみで

固形燃料化できるごみを持ち込んだときの料金、そしてできないごみの家庭系と事

業ごみの料金の美祢地域、美東地域、秋芳地域の各地域の現状はどうなっているの

でしょうか、お尋ねいたします。 
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○副議長（村上健二君）  岡藤生活環境課長。 

○市民福祉部生活環境課長（岡藤克昌君）  まず、カルストクリーンセンターのごみ

の搬入でございますが、家庭系の場合は１００キロまでが２００円でございます。

事業系のごみは１００キロまでが１，０００円でございます。単位につきましては、

１００キロごとに加算しております。美東、美祢、秋芳地域につきまして、不燃物

の搬入でございますが、この料金につきましては従来の料金体系を適用しておりま

す。 

 以上です。 

○副議長（村上健二君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  わかりました。それでは、各地域で今の可燃ごみと不燃物の

ごみとの中で、その中で家庭ごみと事業ごみとの料金も、それぞれ各地区で違うと

いうことだと理解いたします。時間がないので、次に進みます。済みません。 

 ３番目の修学旅行生をたくさん呼びたいと、そういった気持ちでお尋ねします。 

 秋芳洞の入洞等来ていただきたいと。そして、科学博物館にも来ていただきたい

と。秋芳洞入洞の方と科学博物館は入洞数が比例しておるようですが、年々減少し

ているようです。人数を持っていますが、時間がないのでちょっと省かせていただ

きます。 

 秋芳洞で、私は観光客が多く増えるには何か名案はないかと考えました。そした

ら、科学博物館を新しくして、地球成り立ちなどのジオラマ展示室、そして地球地

殻変動でできた、秋吉台ができたことなどいろいろ展示してあって本当に学習がで

きます。科学博物館でそういったことを見たり、説明を受けたりした後で、秋吉台

を再び見たときに、この台上でこうした長年４億年、３億５，０００万年前ですか、

の地球の営みがあったことを知ると、改めて秋吉台はすごいと。長年のこういった

ロマンがあったんだと、本当に感動させられます。 

 館内は狭くて、貴重な資料や書籍など展示し切れない状況だということも聞いて

おります。そして、博物館に入って右側が講座室なんですけど、その講座室と真っ

すぐいけばトイレなんですけど、そこのトイレに行くところにも段差があるし、講

座室に行くのにも段差があるんです。そしてまた、２階が展示室でいろんな今ある

んですけど、そこに上がるには急な勾配の階段なんですね。車椅子の就学旅行生は

本当に困られると思うんです。大人の方が前と後ろで抱えて階段を上ったりおりた
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りされているようですが、これも危険です。 

 そして、２階に上がらずに下で待っているという生徒さんもいらっしゃるとのこ

とでした。これでは、車椅子の生徒さんや足の不自由な方の観光客にはとてもおも

てなしということにはなりません。交流人口の増加を目指し、観光立市と言われて

いるのに観光資源の、こうした資源の整備がおくれているのではないでしょうか。 

 段差解消工事はすぐにできると思いますが、２階に行くにはスロープがいいので

はないかと考えましたが、館内のどこを見てもそういった場所はないように思いま

した。それで、建物の外壁に沿ってスロープをしたらいいかなとも考えましたが、

これも大がかりになるのではないかと思います。これは、こうした面から見て新築

以外にないのかなと思うのですが、なかなかだと思うので、新築も含めて改装のお

考えがあるかないかということをお尋ねいたします。 

○副議長（村上健二君）  永冨教育長。 

○教育長（永冨康文君）  修学旅行生を多く誘致するための施策についての御質問に

お答えいたします。 

 まず、秋吉台科学博物館の新築あるいは改築についてであります。 

 秋吉台科学博物館は昭和３４年１０月に開館し、半世紀以上が経過しております。

この間、秋吉台地域の石灰岩や動植物、洞窟などの学術研修、貴重な資料の収集保

管、教育普及活動などさまざまな活動を行い、多くの成果を上げております。 

 しかしながら、築後の長い年月の経過に伴いまして、施設や展示物が古くなって

いることは否めないところでございます。そのため、利用者の方の安全を確保する

ための博物館屋上の手すりの撤去工事や雨漏り防止のための屋上防水シートの張り

替え、全館外壁塗装など、緊急を要するような改修工事を実施しているところでご

ざいます。 

 また、展示物の更新を随時行うとともに、新しく収集した資料の展示、本年４月

に市の指定文化財となりました大里古墳出土の環頭大刀等を展示したミニ特別展の

開催、これはマスコミでも取り上げられまして注目を浴びたところでございますが、

このようにして魅力ある博物館づくりに取り組んでいるところでございます。 

 御質問の博物館の新築あるいは改装についてでありますが、昨年６月の市議会定

例会で、三好議員の御質問に対し、村田市長は観光事業の累積赤字が完全に解消さ

れ、議会や市民の方、国の理解が得られた後に更新についても考えていく必要があ
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ると答弁しているところであります。 

 こうしたことから、博物館の新築等については、美祢市の財政状況、議会や市民

の方々の意向など、総合的に判断しながら今後取り組んでいくべき課題であると認

識しております。 

 以上でございます。 

○副議長（村上健二君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  ありがとうございました。５分くらい過ぎていいでしょうか。

もう一点あるんですけど。だめなら……。 

○副議長（村上健二君）  ５分ほど許可します。 

○９番（三好睦子君）  いいでしょうか、済みません。ありがとうございます。聞き

漏らしたかもわかりませんが、段差解消はすぐに取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 それから、修学旅行生をたくさん呼びたいというので思うんですが、そしてまち

づくりもかねて思うんですけど、私５月に大津市で議会研修に行ってまいりました。

まちづくり役場のおもしろさという題で、商店の活性化をどうやってきたかの講演

がありまして、そこでは商店で観光と併せてでっち奉公、お店で働くんですね、の

体験で就学旅行生を誘致したという報告がありました。帰る列車の中で、はて美祢

市はと考えながら帰ったんですが、農家民泊もエリアが広すぎて使えないなと、あ

れこれ考えているうちにひらめいたのが、孫として受け入れたらどうやろうかと。

孫体験です。 

 修学旅行生の宿泊施設が少ない美祢市の中で、こうした孫体験で民間の家で宿泊

するということ。これは、農家でも非農家でも商店でもいいと思うんです。ごく普

通の体験ですから、受け入れ側もそう構えることではないかと思います。その内容

として夕食を手伝ったり、蛍を見たり、星を見たり、ごく普通に孫とつき合う感覚

で迎えられるのではないかと思うんです。打ち解けるまではトランプをしたり、ま

た自分たちの、私その受け入れる側の大人が自分の子供のころはこうだったのよと

体験を話すことで、子供は癒されていくと思うんです。 

 そして、将来その子たちが何か悩みに出会ったときに、そういったつき合いとい

うか、きずながあれば文通をしたり、相談に乗ってきてくれるかもわかりません。

こうしたことを思うのです。 
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 私ごとですけど、親戚が、主人の弟ですけど、家庭一家が来たんですけど、５月

の連休に大阪から帰省しました。友達に田舎に帰ると伝えたそうです。そしたら、

田舎があるの、うらやましいということで、本当に都会の人は田舎のないことで、

本当に田舎が欲しいと思っておられるようです。 

 この民泊が縁で田舎のない子供たちと交流が長く続き、何度も美祢市に訪れても

らえるのではないかと思うんです。この美祢市に観光に来られて、１日でも長く滞

在してもらうための提案をしたのですがどうでしょうか、時間をいただきまして、

済みません。ありがとうございます。少しでいいですから、お答えをいただけます

か。 

○副議長（村上健二君）  簡単に。 

○９番（三好睦子君）  一言でいいですけど。 

○副議長（村上健二君）  村田市長。簡単にやってください。 

○市長（村田弘司君）  三好議員、大変すばらしい御提案を頂戴しました。それをや

っていくためには、受け入れ先の孫型とおっしゃった、民宿に就学旅行生を泊めさ

せたらどうかということですね。でしょう、今の質問の意図は。ちょっと待ってく

ださい。孫のように接してもらって、ある期間滞在して修学旅行を楽しんでもらっ

たら、美祢市のファンになってもらえるから、そういうのがいいんじゃないかとい

うことだったと思いますよ。 

 そのためには、受け入れてもらうところの構築も必要、安全を確保することも必

要、ですからそういう体制の整備をする必要があろうかということを御理解賜りた

い。おもしろい御提案というふうに受けとめました。 

 以上でございます。 

○副議長（村上健二君）  三好議員。 

○９番（三好睦子君）  どうもありがとうございました。時間オーバーで、また御回

答をいただきましてありがとうございました。 

 以上で質問を終わります。どうもありがとうございました。 

……………………………………………………………………………… 

○副議長（村上健二君）  この際、暫時、２時１５分まで休憩いたします。 

   午後２時０４分休憩 

……………………………………………………………………………… 
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   午後２時１５分再開 

○副議長（村上健二君）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。岡山隆議員。 

   〔岡山 隆君 発言席に着く〕 

○６番（岡山 隆君）  皆さん、こんにちは。一般質問最後の登壇者となりました。

持ち時間は申し合わせ事項でおおむね１時間となっております。１時間以内にきち

っと収まっていくように、そしてまたこの本会議場、ことし梅雨の時期になりまし

て雨が非常に少ないということでありますけれども、この本会議場におきましては

若干蒸し暑いような感じでございます。しっかりと、皆さんのこの気持ちを除湿す

るようなさわやかな一般質問を心がけてまいりたいと思います。どうか、最後まで

おつき合いのほどよろしくお願いを申し上げます。 

 まず、最初の質問に入りますけれども、最初の質問は美祢市内に企業進出したく

なる新手法の取り組みに関してであります。 

 皆さんも御存知のように、この自公政権が昨年末に発足してから、約６カ月にな

ろうとしております。大胆な金融政策、そして機動的な財政政策、この２本の矢は

日本経済の再生への期待と、個人消費の増加をもたらし、ＧＤＰ国民総生産は４．

１％、年換算で先日上方修正されております。 

 そういった中、６月に入りまして経済成長戦略である、骨太基本方針である３本

目の矢が放たれたわけでございます。日本経済は、この長い低迷から少しずつ回復

の兆しが図られているわけでございますけれども、しかしながら、地方とかまた中

小・零細企業、こういったところで働いている方の賃金の上昇にはいまだにまだ至

っていない、こういった現状があります。 

 特に、この３年間というものは長引く景気低迷によりまして、企業の業績悪化の

影響を受けて、地方自治体も財政状況がなかなか悪い状況が続いている状況であり

ます。 

 そうした中にありまして、自治体による賃貸型工場の設置で、企業誘致に成果を

上げている、こういった自治体があります。賃貸型工場というのは、企業にとって

初期投資が大幅に削減されると。また、災害による損失軽減も見込まれるわけであ

りまして、一方受け入れる自治体も未利用地や未使用の公共施設の利用促進、また

再開発を図ることができて、地元の雇用促進や地域経済の活性化にも期待できるほ
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か、税収増にもつながっているということをお聞きしております。 

 従来の賃貸型工場の建設による企業誘致におきましては、未利用地に工場を建設

してから貸し出すと、こういった状況で企業にとっては、土地の取得や建設費用な

どを抑えることができますけれども、建設された賃貸工場の使用様式というものが、

会社、企業の求める条件となかなか折り合わないところがありまして、適応しない

ケースというのが結構、多々あったということであります。 

 そこに、しっかりと目をつけたのが、鳥取市とか、また島根、益田市、そういっ

たところがそこに目をつけまして、企業進出の注文に応じて、工場をしっかりと設

計・建設し、貸し出す方法で企業誘致を行っているわけであります。わざわざ設計

しますから、地元のいろんな建築、建設業界から、そういったところも非常に参入

しますので、活性化にもつながっているわけであります。オーダーメイドの賃貸型

工場で貸し出す方法で、企業誘致をするという一つの新手法の一手であります。 

 そこで、村田市長にお尋ねいたしますけれども、美祢市内おいて、未利用の公共

施設などの物件について、オーダーメイド工場として賃貸をする企業誘致の導入に

関して、どのような御所見を持っておられるか、まずその件についてお尋ねしたい

と思いますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 

○副議長（村上健二君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  只今の岡山議員の美祢市内に企業進出したくなる新手法とい

うふうに、いわゆる具体的におっしゃいましたオーダーメイド工場として、賃貸を

する企業誘致について、どういう所見であろうかということだったと思います。 

 まず、市内にどの程度、例えばこのオーダーメイド化する、例えばですね、未使

用公共施設があるかについてですが、完全未使用の施設は少ないというのが現状で

ございます。今おっしゃいましたかね、教育施設なんかについて閉校した小学校に

ついては、施設の状況とともに地元の意向を十分に考慮する必要がありますので、

これを企業誘致政策に活用するということができればおもしろいと思うんですけれ

ども、まずそのためには地元にお話をさせていただきまして、御理解を頂戴をする

という必要があろうかというふうに思っております。 

 地域に新たな企業進出が見込まれるとなりますと、地域振興の面からも非常にも

ちろんいい話であることは当然でございます。その地域に溶け込める業種の絞込み

等も必要であるため、地元の方々との綿密な協議が必要となってくるというふうに
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考えております。旧大嶺高等学校の校舎跡地、校舎ですね、それから施設、そして

敷地があるんですが、これについては平成２４年１０月から大嶺高校記念武道場、

大嶺高校記念体育館、大嶺高校記念多目的広場として市民の方々が使用できる状況

にあります。 

 今、益田市のことをおっしゃいましたね。オーダーメイド工場の話は、全国各地

でいろんな方法を用いて実施をしておられるというところがあるようです。これは、

未使用の公共施設と限定をすれば、先ほどの状況のとおり非常に数が少なくってし

まいますけれども、例えば民間の建物を市が購入をするということ。例えば仮定と

するとならば、もう少し数が増えるんじゃないかというふうに考えております。 

 少し話が外れたかもしれませんけれども、現在企業誘致の所管であります建設経

済部商工労働課へは、企業誘致を推進していく一つの手段といたしまして、空き地

や未利用地、これは市が所有するもののみでなくて、誘致を進めてほしいと思われ

ている民間所有の土地や建物についても、幅広く誘致活動の対象とするように指示

を出しておりまして、少しずつではありますけれども、情報の収集や整理をさせて

おるところでございます。 

 先日、竣工式が行われました、この６月から創業を開始されました福岡トランス

株式会社についても、ある一定の情報を市が備えておったため、おかげですね、仲

介をしながら立地につながったという一面があります。地域振興を図っていく上で、

企業誘致は非常に大きな施策でもありまして、民間所有の土地建物についても、企

業誘致を対象として捉えていく必要があろうというふうに考えております。 

 先ほど、民間の建物を市が購入いたしまして、オーダーメイド工場として活用し

ていくという仮定の話をさせていただきましたけれども、議員の皆様、市民の皆様

の御理解をいただけるのであれば、購入を視野に入れて検討をしてまいってもいい

かなというふうに思っておりますが。 

 ただ、これが例えば民間の建物を購入いたします。オーダーメイド化して、先方

に合わせていろんなシステムを整える形になります。そのことが具現化をしてきっ

ちり稼働をしていただければ、それはその投資は市民に雇用の確保とか、商業の拡

大とかで結びついてまいります。また人口の定住増にもつながりますからすばらし

いことなんですけれども、万が一にもそのことがオーダーメイドまでしましたよと、

それがある一定のところで前に進まなくなってしまうということがあった場合、



- 53 - 

オーダーメイドというのは相手に合わせてやりますから、だからオーダーメイドで

す。それをつくっても、その先方がだめになった。じゃあ、それをシフトしてどこ

か違うところに決める。なかなか難しい面があります。そうすると、その先行投資

をしたその資金を回収するということが困難になろうかというふうには思いますの

で、その辺も十二分に調査・精査をする必要があろうかというふうに思っておりま

す。 

 この程度でいいですかね。今の時点では。たくさんここに資料があるんですけど

も、この辺で置かせていただいて、もう一回議員の質問をお待ちしたいと思います。 

○副議長（村上健二君）  岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  それでは、再質問してまいりたいと思いますけれども、基本

的にはこの合併後、公共施設、市内には５０１あるということもお話をされて、こ

れについては、再配置計画について一般質問してお聞きしたところでございます。 

 その中にあって、この維持管理だけでも莫大な維持管理費が今後、公共施設であ

ればかかりますよということでありまして、今後維持、利用、施設の廃止などに関

しては、勇気を持って適切に対処していかねばならないところでございます。 

 基本的にはオーダーメイド工場の賃貸工場につきましては、別に私は公共施設だ

けを言っているわけではなくて、益田市はそういったところもあるけれども、鳥取

もそうなんですけれども、新規にそういった工場、工業用団地にそういったものを、

建物をつくって、そしてオーダーメイド、もし入られるのであればオーダーメイド

型の賃貸工場をちゃんと設計してつくりますよと。 

 そういう形で公共施設が、ごめんなさい、公共施設だけかかったら本当にわずか

なものになりますから、今実際美祢市内で企業が誘致をされていて、出ていかれた

ところの工場もあります。そういったところも踏まえながら、美祢市内で当然市の

市有地もありますし、そういったところに入ってくるんであれば、オーダーメイド

をちゃんと設計して、そういった対応をして賃貸の工場をやりますよということな

んです。 

 それで、特に、だからそういった中にあって公共施設が、ここでいえば例えば田

代小学校の屋内運動場、鳳鳴小学校もそうでしたし、大嶺高校もそう、そういった

ところのものがもし利用できれば、非常にいいけれども、地元で屋内運動場の施設

の使用が決まっておれば、それは無理な話であって、その辺は話し合いになってく
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るんではないかと思っております。 

 そういったところのもの、しっかりと私はこのオーダーメイド工場をしっかりと

賃貸することが大事と。そこで、しっかりと雇用を入れていかないと、今美祢市内、

約年間で人口が４００人減少しているこういう実態もあります。２０年たてば今の

２万８，０００人がもう２万人切っちゃうような状況になりますよね。 

 だから、そういったところのもの、そんとを考えると恐ろしい気持ちになるんで

すけれども、特に島根、鳥取で行ったこの賃貸型工場におきましては、２０１１年

から２０１２年、この２０１１年が鳥取市では１０件、２０１２年５件の企業誘致

を行って、そのうち１５件のうち４件が賃貸型工場として企業が入ってきていると。

そして、その雇用が４件であるけれども、７００人の雇用を確保してきたという、

こういう実績もあるんですよね。 

 だから、その辺をしっかりと考えながら、補助金についてはまた次の質問でちょ

っと入っていって、またお話はしたいと思っておりますけれども、若者がそういっ

た美祢市内から出ていかないためにも、こういった賃貸型工場の建設・設置で公共

施設もそう、それ以外に美祢市有地、またはそういったあいているこういった工場

なんかもオーダーメイドしますよって、そういう発信力を持って、今後ウエルカム

という形で対処していくことが、ちょっと大事ではないかと思っていますけれども、

その辺について再度、村田市長のほうにお尋ねしたいと思っていますので、よろし

くお願いいたします。 

○副議長（村上健二君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  今の岡山議員のお話ですよね、発想としては非常におもしろ

いし、現実的に鳥取県、島根県で実績があるというお話でありましたね。逆を言え

ば、それ県レベルでやっておられるんですかね。よくそこまで、よくおやりになっ

たなというのが実感ですね。 

 先ほど申し上げたように、先方が特定をされて、企業立地促進奨励にかかわる条

例全部改正を今議会もお出しをしておりますように、恐らくいろんな自治体がこの

企業誘致に向けていろんなことを考えて、ほかにないものを出して、特色をつけて

誘致に結びつけようとしておると思います。 

 税を減免するとかいう方法もある反面、それができないようであれば、ある一定

の税金を投入して企業誘致に結びつけるという考え方ですよね。納めていただくも
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のを免除するじゃなしに、税金を投与して工場等をオーダーメイドするという方法

もあるにはあるだろうと思うんですけれども、先ほど申し上げたように、特定の相

手がほぼ１００％そこに企業立地として入られるということが先に決まっておるん

ではないかというふうに考えられますね。 

 でないとそれをやって、もし先ほど申し上げたようにそれが頓挫した場合、非常

に大きな投資をして、それが水泡に帰すということがあり得ますので、そのメリッ

ト部分を水面下で、水面下という言い方は語弊がありますね。いろんなことを調整

をする中でお出しをして、そして確定をした段階でそれをどんと出すというやり方

だろうと思います。恐らくですね。でないと、無謀な形になりますから。 

 ですから、そういうふうな手法、ツールということを持っておるということは、

ある意味いえば岡山議員がおっしゃるように、ほかにない大きな目玉になろうとは

思います。ちょっとその辺につきましては、また担当部署のほうに、先方のほうに

十二分に調査をさせてみたいと思います。その上で、この手法、もしくはそれを足

がかりにして何らかのまた違うものが市民にとって、市にとって不利益にならない

形でやれるようであれば、だから最小のリスクで最大の効果を上げるということで

すね。これが具現化できるようであれば、それもやっぱり検討して考えていくこと

が必要だろうと思っています。 

 ですから、いつも申し上げるように、今基礎自治体はほっておいてはもう疲弊す

るのみです。ですから、あらゆる知恵を絞っていろんな仕掛けをしていかないと、

生き残れない時代になっています。今、我々の市は交流拠点都市ということで、観

光の部分とか、六次産業のほうでそれを引っ張ろうとしておりますけれども、企業

誘致も大変大切な手段でございますから、それをどういうふうな形で具現化してい

くかということも必要だろうと思っています。 

 おとといの本会議の最初に休憩していただいて、私がこの部屋を外しましたのも、

実はこの企業誘致にかかわる先方の経営者の方が来られましたので、そのことの話

をさせていただきました。まだちょっと具体的なことは申し上げられませんけれど

も、いろんな手段を使って、今美祢市にも企業誘致の道を探っておりますので、そ

の辺は御理解を賜りたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○副議長（村上健二君）  岡山議員。 
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○６番（岡山 隆君）  賃貸型のということで、オーダーメイドの。若干ちょっとわ

かりにくいところもあるかなというところは感じております。その辺に関しまして

は、次の質問で少しずつわかってくると思いますけれども、いずれにしても美祢市

に企業誘致していきたいと、そういった企業さんがあれば、この賃貸型の工場も対

応もできますよという、そこでの自分ところ、今度はそのほうがよっぽど利点が、

ただ建設していくよりもオーダーメイド設計して、美祢市が建ててやりますよ。補

助金は、通常であれば県が半分、市が半分、鳥取市の場合は県が３億円、市が３億

円で、６億円までの上限でやっておるわけですね。 

 そういった、要するに入って来て、参入していきたいときには、そういったオー

ダーメイド式のこういった賃貸工場の対応もできますよという形でやっているわけ

ですよ。ただ、それによって最近そっちのほうが少しずつ増えてきているという、

そういったことで企業誘致にあたっては、そういったものの条件を示していくこと

も大事じゃないかということで、申し上げさせていただいたところでございます。 

 そういったことで、続きまして次の質問ということで、このオーダーメイド賃貸

型工場で貸し出す方法で企業誘致するといっても、市の賃貸型工場設置補助金で企

業進出に伴う工場の建設費を全額補助し、その半分は今言いました県で賄い、市の

負担は半分で済む、だけど残念ながら、山口県ではこの県の補助制度がないわけで

すね。鳥取市はあるわけですよ。 

 その鳥取市において、補助を受ける際の要件というものがちゃんとありまして、

一つとして２０人以上の新規の常用雇用が必ずあるということです。そして、二つ

目として１０年以上の継続して事業の継続をしてもらわんと困る。当然、契約する

わけですね。三つ目として、原則１０年以内に土地と建物を買ってもらうというこ

との契約事項がきちっとあります。そういったことをやっているわけですね。 

 そういったことで、財団法人・鳥取土地開発公社が土地の利用をするために土地

代は不要で、公社が賃貸料を払うことになっていますけど、美祢の場合は土地開発

公社がもう平成２５年３月に、もう解散しましたからそういったことはできないん

ですけど。 

 島根県でも、同様に企業の注文から工場を設計し、オーダーメイド工場の賃貸補

助金制度を申請して、特定の工業団地に新たな注文建築した貸し工場に入居をする

場合は、その賃貸を補助しているという制度です。 
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 そうした特徴ある企業誘致を推進しなければ、新たな企業進出は難しく、なかな

か取り残されてしまうんではないかというそういう気があります。 

 そういったことで、美祢市賃貸型工場設置補助制度導入など、企業と雇用を取り

組むために、新たな新手法というものを今さっき検討するということは言われまし

たけれども、そういった補助制度というものをつぎ込んでいかれようとされている

のかどうか、ちょっとこの辺についてお聞きしたいと思います。 

○副議長（村上健二君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  只今、岡山議員のおっしゃった補助制度ですね、賃貸型工場

設置補助制度といっていいでしょうか、これについては全体の流れとすれば、オー

ダーメイド工場の建設とそれの賃貸に関することが前提での話だろうというふうに

思います。 

 議員御指摘のとおり、企業誘致は地域の経済、雇用を含めまして非常に大きな効

果があるということで、施策とすれば大きな施策だろうということは十分認識をし

ておるところでございます。また、御提案の補助制度が企業の初期投資を大幅に節

約できる、抑制できるということ、特に未利用施設が有効的に工場として活用でき

るのであれば、なおさら有効手段でもあるというふうに思っております。 

 しかしながら、議員がお話されました鳥取市の事例では、企業の注文に応じて工

場を設計・建設して賃貸をする。この裏には、上限６億円の補助金がありまして、

今も議員がおっしゃったように、県が半分負担をしておるということが実情のよう

です。これを美祢市と山口県で例えば置きかえた場合、現状の山口県では県がこれ

を半分負担する制度、全くございません。じゃあ、美祢市が、このケースでいえば

６億円全部市が負担をしてやるのかということになろうかと思います。 

 先ほどの質問の中で、美祢市としては、身の丈にあったことをやったほうがいい

んじゃないかということで、ちょっとそういうニュアンスを申し上げたんですけれ

ども、誘致活動で対応できればそのほうがいいんじゃないかというふうにも思って

おります。 

 御承知のように、美祢市は非常に財政的に厳しい中、財政比率を大事にしながら

生きておるわけですが、今後合併の効果がなくなるということで、地方交付税が大

幅に減ってまいります。そういうふうな中で、だからこそ企業誘致も必要であろう

ということもありますけれども、反面、はっきり投資効果があらわれるものでない
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と、投資しづらいということも御理解をいただきたいというふうに思います。 

 ですから、大変今議員が今おっしゃっていることは、先進的でおもしろい。でき

得るものであれば、美祢市もすぐやりますよという言葉を申し上げたいくらいです

けれども、先ほど申し上げたように財政負担の面も考える。また、身の丈にあった

ことをやったほうが将来的な財政破綻を招かないということもありますので、すぐ

やりましょうということはちょっとお答えしづらい状況にあることも御理解をいた

だきたいと思います。 

 しかしながら、日ごろから財政事情等を大変よく岡山議員御勉強されておられま

して、将来の美祢市のことをじっくり考えておられるという、その御発想の中の一

端だろうというふうに思っております。 

 情報については、非常に早い段階で出してきておられますので、このオーダーメ

イド型のことについても恐らく御存知ない方がたくさんいらっしゃると思いますけ

れども、初めて耳にされてそういう方法もあるんだなということも認識された方も

たくさんいられると思います。いろんなバックデータ等もお持ちでありましょうか

ら、もしお差し支えなければ、ぜひともこの本市のほうにいろんなデータ、情報を

御提示いただけたら、それも参考にさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 ここまでだったですかね、御質問は。ここまでだったですかね。よろしいですか。

じゃあ、ここで置きたいと思います。 

○副議長（村上健二君）  岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  今、市長が言われましたように、結構新手法の今回のオー

ダーメイド工場賃貸型の企業立地ということで、なかなか聞きなれない、どういう

形でどうなのかって、ちょっとなかなか理解しにくい点もあったんではないかと思

っております。自分さえも、最初はこの辺については理解できなかったです。はっ

きり言って。 

 それで今、美祢市に身の丈にあった５億円とか、６億円とかそんな規模を、すぐ

市長が僕はやると言ったらね、逆に言えば僕はばかじゃないかと思うくらいです。

それを、しっかりとその辺を見据えながら、美祢市の丈にあって、今後１億円、そ

んなたくさんの大きなものじゃなくてもいいですから、１億円なるかならんかくら

い、そういったところのものを今後、こういった部分については情報を集約しなが
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ら、もし推し進める、参入できる点があれば、今回のこの一般質問を起点として対

応していただければうれしいかなと、そういった思ってのこの質問であるというこ

とを御理解していただきたいと思っています。 

 それで、この６月の議会にこのたび上程されました議案９号について関連ですけ

れども、美祢市企業立地奨励条例全部改正７月１日から施行ということであります。

５条に、市長は指定業者に対し、次の各号に上げる奨励措置を行うことができると

あります。一つとして固定資産税及び都市計画税の課税免除、２番目として雇用奨

励金の交付、三つ目として事業の設置のための便宜の供与が禁止されています。あ

る面、どこの自治体も同じような企業立地の奨励条例をつくり込んでいるわけであ

りますけれども、他市と大きく変わった点については、新聞紙上でもありましたよ

うに、都市計画税の課税免除があるかなと思っております。 

 そこでお尋ねするのは、企業が美祢市内に企業立地しやすいように、企業立地条

件を交渉、相手企業さんと交渉していく中におきまして、土地価格など低い価格で

交渉テーブルに乗せて、双方の納得いく形でウイン・ウイン、双方が利得する対応

策が必要ではないかと。非常に、そういったところのものが美祢市内において企業

参入できるかどうかということも、大きくかかわってくるんではないかと思います。 

 それで、事業所の設置のための便宜の供与に当たると考えますが、そういった案

件については、相手企業さんと、ウイン・ウインの精神で随時対応をしていくこと

と考えますが、村田市長はその辺に関しましては、どのような御見解を持っておら

れるかお尋ねしたいと思います。 

○副議長（村上健二君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  先ほど申し上げましたように、本議会に提出をさせていただ

いております美祢市企業立地奨励条例、全部改正の内容に関する御質問ですけれど

も、さきの、おとついですね、本会議で委員会付託されましたんで、まあ現実的に

はその委員会の中で御審議いただくものというふうに考えておりますから、余りこ

こで、そのことについてのことは避けたいというふうに思いますけれども、せっか

く御質問を頂戴いたしましたので、できる範囲内で御答弁をさせていただきたいと

いうふうに思います。 

 まず、御質問の中で土地価格の問題について触れられておりますけれども、この

件については、美祢市所有の土地に限られたものとして、ちょっとお答えをさせて
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いただきたいと思います。 

 現在、美祢市所有の土地といたしましては、企業誘致が可能な工業団地は、豊田

前町、ですから美祢社会復帰促進センターに隣接しております美祢テクノパークの

みであります。また未造成地ではありますけれども、美東町の十文字原総合開発事

業用地が可能性を大きく秘めておるというふうに認識をしております。ほかにもあ

るんじゃないかというふうにおっしゃるかもしれませんけれども、実はもう民間の

ほうに売却等済んでおる土地があって、そこに工場が建っていないという状況が多

いということで、現実的に美祢市が保有している土地というのは、今のところ美祢

テクノパークのところ、造成が済んでいるところはあそこだけということです。 

 議員のお話では、この土地を低い価格で誘致をすることが、事業所の設置のため

の便宜の供与として考えられるんではないかというお尋ねだろうというふうに思い

ます。 

 このたび新たに想定をしております便宜の供与ですね、今回の条例改正において、

これは各種行政手続に関する対応協力、または従業員確保の協力、従業員の住居確

保の協力などを想定しておりまして、価格に関するものはこれに該当しないという

ふうに考えております。 

 しかしながら、何度も申し上げますように、企業誘致は非常に重要な施策である

ということを認識しております。先ほど申し上げました美祢市所有の土地について

は、早期に誘致を行うための手法として、補助制度等を活用しての実質な減額は、

現実的に避けて通れないというふうに思っております。このため、現在、所管の商

工労働課に補助制度創設を含んだ優遇策について検討させております。 

 いずれにいたしましても、企業誘致を推進をしていくに当たっては、先ほど岡山

議員がおっしゃっておられましたようにですね、企業のほうにも有利性があって、

うちのほう、美祢市にとっても有利性がある。まあいわゆるウイン・ウインの関係

ですね、お互いがいいことができるということの関係が大前提ということになろう

かというふうに思います。ですから少ない負担の中で、企業側にもメリットが感じ

られるということ、優遇制度ですね、コストパフォーマンスの高いものを創設して

まいりたいというふうに考えているところであります。よろしいでしょうか。 

○副議長（村上健二君）  岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  今の点につきましては、再質問なんですけれども、美祢社会
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復帰促進センター、その裏側にですね、まだ、安い工業団地として売却できていな

いところ、約３町歩ぐらい、２．８ヘクタールですかね、まあ３町歩近くあるんで

すけれども、そこのところに、今後社会復帰促進センターのほうで、それを今後利

活用をするという方向性というのはちょっとまだ見えてこないかなと。そのまんま

ずっと置いておるよりも、美祢市としていつでもオープンして、企業さんが来られ

るんであれば、他市でも行っていますけれども、土地の価格をかなり、もうゼロで

もいいから、何ていいますか、美祢市に企業進出していただきたいという、このぐ

らいの感じでもですね、入ってきてもらったほうが、今の美祢市のこの人口減少、

そして税収、今後厳しい状況、合併算定替がなくなって厳しくなるし、そんぐらい

の勢いでですね、逆に、美祢テクノパーク、そのところをしっかりと入ってきても

らうような、魅力のある、当然テーブルに落ちますからゼロちゅうわけにはいかん

かわからんですけれども、それをどこまで、何ちゅうか、相手として５０％から、

まあ最初７０何かわかりませんけれども、その辺については交渉のテーブルに出し

てですね、もうゼロでもええから来てもらうぐらいの、そんぐらいの勢いがあって

も、私はいいんではないかと。また行政の立場はまた全然違うと思っておりますけ

れども、その辺についてのお考えについてはどのような御所見でしょうか、お尋ね

します。 

○副議長（村上健二君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  今、美祢テクノパークに特化をした御質問ですね。 

 まあ地理的には、美祢社会復帰促進センターに隣接をしておる美祢市所有の工業

団地というふうに御理解いただいたらいいと思います。なぜ今、社会復帰促進セン

ターのことを申し上げたかといいますとね、その地理的条件が、進出していただく

上において、大いに有効的なものであるということを大見出しに使っていけたらと

思います。それと今の土地の価格の問題ですね。この覚悟についても十二分にある

つもりです。 

 というのがですね、ウイン・ウインの関係ということを先ほど申し上げましたけ

れども、今回、これも議案にお出ししておるけれども、美祢農林開発株式会社に、

美祢社会復帰促進センターを誘致をする、旧美祢市において誘致をする条件として、

刑務作業に協力をするということがあったわけです。でそれを成すがために、第三

セクターである美祢農林開発株式会社に竹箸の生産ということ、これの刑務作業で
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すね。によって行っていただいておるということで、全く採算ベース取れないもの

であるから、１，７００万円の補助金でそれを運営していただいておると、美祢農

林開発株式会社にですね、ということがあります。 

 で、今後、美祢社会復帰促進センターの刑務作業とリンクをさせて企業が経営で

きるようなものがあるとすれば、ちょっと竹箸はちょっと厳しいものなんですが、

そのことをメリットとして、もし刑務作業とリンクをさせた企業誘致ができるよう

であれば、十二分に法務省とのお約束ですよね、刑務作業に協力をするということ

は、できるということになると、美祢農林開発株式会社の竹箸制度は、刑務作業と

して、もうなくしていってもいいということの話になります。 

 そういうメリットもありますし、できれば今後、美祢テクノパークに、まあそう

いう面も含めた、ですから進出される企業からすると、メリットとして考えていた

だけるようなところもあると思いますんで、その辺を優先的に探していきたいと。

その上で、土地価格がもしゼロであれば、企業立地に乗りますよという話があるよ

うであれば、それはもう覚悟を決めて、その辺のことは話をさせていただきたい。

ですからそのためにも、今の誘致をするための補助制度ですね、優遇措置について

の、今、調査検討を原課のほうにやらしておるということですね。ということで御

理解を賜りたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（村上健二君）  岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  美祢テクノパーク、１アールがですね、１平米ですか。たし

か１万１，０００ぐらいだったかな。ちょっと記憶定かでないんですけど。そんな

高かったら企業さんも、今のなかなか厳しい状況の中、入りたくても入られないと

思うんですよね。だからまあそういったこともありまして、まあ応談で市長もそう

いった大きくかじを切るようなそういったお話もされました、そんぐらいの決意が

あっていいんじゃないかと、それによって税収がふえて、また雇用が確保できれば、

これほどすばらしいものはないと思っております。 

 そういうことで、例えば進出企業なんかは、野菜工場とかね、そういったつくる

ようなもんがあれば、当然、それは企業参入して野菜工場をつくるようなことは、

一つのセンター生が仕事もできて技術も覚えることができるし、そういったもの、

それをさらに今度は、美祢農林開発株式会社のほうで加工をして生産販売していく、
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そういうことをきちっとベースに乗せながらですね、そして今の刑務作業、割箸に

かかる１，７００万の補助金、これが本当減っていくような形というものをしっか

りとつくっていくことも、私はそういった全体像を見据えながら対応していくこと

も、私は大事じゃないかと思っております。 

 まあそういったことを加味しながら対応していくこともお願いしたいと。お答え

はいいです。今後、議会のほうで政策討論その辺についてはやっていくということ

になっておりますので、そちらのほうでちゃんとまたやっていきたいと思います。 

 それで今度、最後にですね、質問になります。あと時間１５分ですね。最初にい

って、私が１時間を越えたら皆さんからブーイングを受けますので、もう早目に終

わりたいと思います。 

 コンパクトなまちづくりモデル事業の参入はあるかということであります。 

 やまぐち産業戦略アドバイザー会議において、まちの中で少子高齢化時代にふさ

わしい子育て世代と高齢者が安心して居住できるような取り組みを、山口県の幾つ

かの地域で全国に先駆けて行ってはどうかとの提言が行われております。 

 今後の地域づくりの方向性として、高齢者や子育て世代の若い人たちが共存し、

地域コミュニティが形成された安心な社会の形成を目指すことを目的に、コンパク

トなまちづくりモデル事業を創設するとあります。 

 事業には、三つのコンセプション、概念があるわけでありますけれども、一つと

して生活に必要な諸機能をコンパクトに集積、２番目として、地域コミュニティの

形成などがあり、事業のタイプについては美祢市として再構築タイプが、私は適合

しているんではないかと思っております。 

 それで、既成市街地において、この公共施設等の再編、統合に伴う市街地の再構

築、こういったことに関しまして、今後計画を策定し、この計画に基づいて施設整

備を行っていったらどうかというのがあります。 

 美祢市は、御存知のように平成２０年３月に一市二町が合併してからもう既に

５年目を迎えていますが、旧美祢市、秋芳町、美東町において、これからの時代に

ふさわしい、美祢市における都市計画の展望が望まれているわけでございます。 

 各地域の公共施設の再編等を考えながら、地域コミュニティーが形成され、安心

な社会の形成を目指すことを目的に、コンパクトなまちづくりモデル事業として、

旧美祢市、秋芳町、美東町それぞれの中心街に集約的公共施設等の再編、統合を伴
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う市街地の再構築が必要と考えます。 

 村田市長は、どうかこのコンパクトなまちづくりモデル事業に参入するか、まず

その辺についてお尋ねし、するしないにかかわらず、そのあるべき姿については、

どのようなお考えをお持ちでしょうか、お尋ねします。よろしくお願いします。 

○副議長（村上健二君）  村田市長。 

○市長（村田弘司君）  只今のコンパクトなまちづくり、コンパクトシティですね。

またこれも非常に新しい言葉というか、時代の最先端を走っているような言葉で、

さすが岡山議員、そっちから質問にこられたかという感じですが。 

 特に、山口県は、山本繁太郎知事におなりになって、あの方は国土交通省御出身

の知事です。国土交通省は、コンパクトシティづくりっていうのを推進しています

ので、それを受けた形で全国に先駆けて、山口県はコンパクトなまちづくりモデル

事業の募集を開始されたということですね。これ、ことしの５月３１日に募集を開

始されました。その締め切りが実は６月末です。ということは、丸１カ月ないくら

いの日にちしかないということですね、私もこの文書見たのはつい先日です。で、

今月末までに募集がもう終了するということですんで、このまちづくりにかかわる

ことにつきましては、非常に膨大な資料なり知識を持って、その上でどういうふう

につくっていくかということが大変大切なことになります。 

 で、私が、原課のほうに確認しましたところ、このコンパクトなまちづくりモデ

ル事業については、県は一切お金は出さないと。ね。まあ今、こうされましたけれ

ども。実は国土交通省が持っておるいろんなメニューを、県がこんなんあるよ、こ

んなんあるよと言って、そしてその上で整理をして、これやったらどうという形で

こられるためのものだろうと恐らく思ってます。とは言いながら、県が間に入られ

ましてですね、そのことを調整をしていただくっていうのは、恐らくそれぞれの市

にとってメリットがあるんじゃないかというふうに考えておられると思うのでしょ

う。私もそのことについては異存はありませんと思っています。 

 で、我々も今、美祢市は、非常にいろんな事業しておりますけれども、代表的に

はまちづくり交付金事業をやっております。まあ、これによって今、そこのさくら

公園ですね、親水公園、それから向こうの道路の整備をしてきておりますけれども、

この中央部、都市の中央部において、どういうふうな形でまちづくりをしていくか

ということを取り組んでおります。それと重複してくるところはありますけれども、
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このコンパクトまちづくりモデル事業に乗るか乗らないかというのは、非常に切迫

した問題ではあるんですが、もうちょっと詳しく見てみますと、三つタイプがあり

まして、集約拠点タイプ、土地利用活用タイプ、再構築タイプというのが三つあり

ます。 

 それぞれ一つずつ県からモデル的に一つ選ぶ。だから県で三つ。で我々が乗れる

ようなのは一つ、最後の再構築タイプしかないんですよね。これはやっぱり県が一

つということで。これは今、手を挙げてやっていくべきかどうかというのは、それ

ほど資料がない。わからんのですよ。だからどの程度うちにメリットがあるんか、

乗ってやってしまったがために、間に県が介在しますから、口だけ出されて我々の

自由度が失われるという可能性もありますから、その辺も含めてもうちょっと精査

をする必要があろうと思っています。 

 で、余りにも性急過ぎるところがありますから、これことし、恐らく乗ってくる

ところは少ない可能性もあります。そうすると来年度もやられる可能性もあるし、

もうちょっと時間がほしいなと思っています。 

 それともう一点、コンパクトシティという考え方は非常におもしろいと思ってい

ますし、いいと思っておる部分もあります。部分があるというのはですね。コンパ

クトシティっていうのは、都市機能をある一定のところに集約させて、そしてサー

ビスもそこに集約をさせて、インフラを集中させます。で、行政財産をそこに投入

して、そして行政効率を上げようという考え方です。そうすると市が、うちでいえ

ば市ですね、支出を少なくして、短い小さな範囲でいろんなサービス受けられるか

ら、住民の方々にとってもいいんじゃないかという考えですね。ですから先ほど申

し上げたウイン・ウインの考え方、行政にとってもお金かからない、市民にとって

も便利だよという考え方ですけれども。それはね、ある一定の人口規模をもって、

そしてその人口規模の人口密度の高いところで有効だろうと思います。 

 例えば、東京なんかで、パブリック、公共の施設をずっと集中させてやりますと、

非常に早い、短い頻度で、地下鉄、線路、バスが動いています。そうすると、何分

何百円でみなそこに集中して、そこで一遍にサービスを受けられるというメリット

がありますけれども、我々のような４７０平方キロを超えるこの美祢市において、

そのコンパクトシティをですね、例えばこの美祢の市役所を中心につくってしまっ

て、ほかは公共施設を皆なくしていくという考え方でいきますと、非常に、逆でい
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えば、その他の部分の疲弊を進めるということもありますんで、もろ刃の剣の部分

を持っています。 

 ですからよっぽどこれを慎重にしないとですね、コンパクトシティというその非

常にすばらしい耳ざわりのいい言葉で、そして中身についても先ほど申し上げたよ

うに大きなメリットもあるけれども、実はそのコンパクトシティの考え方がどこで

も当てはまるかというと、私はそうでもないかなというように思っています。です

からその辺のことの整理をきっちりした上でないと、このレールには私は乗っては

いけないと思ってますんで。よろしいですか。 

○副議長（村上健二君）  岡山議員。 

○６番（岡山 隆君）  基本的には、今回、まちづくりモデル事業については、一応

参入しないということでよくわかりました。 

○市長（村田弘司君）  今、検討中です。 

○６番（岡山 隆君）  ああ、検討中ちゅうことで。 

 まあ県は口だけ出してお金は出さないということで、なかなかそれじゃあ乗れな

いよちゅうような実態の状況と思います。その辺は、よくわかっております。当然

市長が言われることは当たり前のことでありまして、私は、旧美祢市のこの中心街、

そして秋芳町、美東町、こういったところのそれぞれの核になるところに、やっぱ

し病院があり、郵便局があり、一応学校があり、私たちが生活する上において、非

常にそういう今の現状よりも、より住みやすい、そういうまちづくりといいますか。

そういったところのものを私は充実していくことが大事ではないかということをお

願いしているわけです。 

 美祢市総合計画の中には、それについては、まだ具体的には大まかなところは書

いてますけれども、詳細なところは書いてない。よりそういったところのものに関

しましては、どういう形の今、中山間地域の美祢市として、美東は美東でしっかり

とそういった今申し上げました、この高齢者の方が、何と言いますか、スライド式

の階段とか、いろいろあります。まあ、そういうソフト、ハードの面で、また病院

と学校、そういったものがそのエリア内、それは離れた地域もありますよ。そこは

そこで自分がいいから住んでおられるんですから、あくまでもそういった中心とな

る美東町、秋芳町、旧美祢市のとこですね、そういったところのものを、より行政

としてサービスを向上していくために、どういう手だてがあるのかと。より以上、
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今以上に安全安心のまちづくり、住みよいまちづくりというのをですね、私はより

さらに、付加価値の高いまちづくりをつくり込んでいただきたいということが一番

メインの趣旨の質問でありまして、そういったところのものをですね、しっかりと

要望いたしまして、５分前に私の一般質問を終了させていただきます。皆さん、ど

うもありがとうございました。 

○副議長（村上健二君）  以上をもちまして、本日予定された一般質問は終了といた

します。 

 残余の一般質問につきましては、あす行いたいと思います。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでございました。 

 なお、議員の皆様には、３時２５分から議員全員協議会を、第１、第２会議室で

開催いたしますので、お集まりをいただきますようよろしくお願いをいたします。 

   午後３時１０分散会 

────────────────────────────── 
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